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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

城

井

隆

士む

は
じ
め
に

六
科
給
事
中
は
都
察
院
と
と
も
に
、
明
代
の
監
察
機
構
の
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
。
六
科
の
各
給
事
中
は
「
侍
従
・
規
諌
・
補
関
・
拾

遺
・
六
部
百
司
を
稽
察
す
る
を
司
る
」
「
『
明
史
』
巻
七
十
三
、
職
官
志
二
）
も
の
と
し
て
吏
戸
礼
兵
刑
工
の
各
科
が
分
掌
す
る
直
接
の
監

察
対
象
街
門
に
関
わ
る
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
の
全
般
に
つ
い
て
監
察
し
、
論
議
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
。
「
天
子
の
耳
目
」
と
し
て

「
内
外
百
司
の
官
邪
を
察
糾
」
（
同
書
）
す
る
十
三
道
監
察
御
史
（
以
下
、
た
ん
に
御
史
と
称
す
）
と
と
も
に
、
給
事
中
は
常
に
政
治
の
あ

ら
ゆ
る
局
面
に
深
く
関
わ
り
、
か
つ
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。
両
者
と
も
政
治
の
得
失
に
関
す
る
言
事
を
職
と
す
る
こ
と
か
ら
、
言

宮
と
称
さ
れ
、
ま
た
し
ば
し
ば
科
道
・
台
省
・
台
諌
と
並
称
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
実
は
監
察
機
構
の
一
環
と
し
て
の
六
科
給
事
中
の
職
掌
に
直
接
関
わ
る
問
題
で
は

な
い
。
沈
徳
符
の
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
十
コ
遍
歴
四
衛
門
」
に
、

今
世
呼
翰
林
・
吏
部
・
科
・
道
為
四
街
門
。
以
其
極
清
華
之
選
也
。

と
あ
り
、
事
実
上
の
宰
相
と
し
て
政
治
の
中
枢
に
あ
る
内
閣
の
母
体
で
あ
る
翰
林
院
、
膨
大
な
官
僚
群
に
対
す
る
人
事
行
政
を
一
手
に
統

明
代
の
六
科
給
事
中
の
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に
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い
て
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

五

括
す
る
吏
部
と
な
ら
ん
で
、
科
道
は
七
品
の
卑
官
で
あ
り
な
が
ら
「
清
華
の
選
を
極
む
」
衛
門
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
四
街
門
」

の
「
清
華
」
と
は
、
そ
の
職
掌
や
政
治
的
意
味
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
。
隆
慶
初
年
の
吏
部
尚
書
楊
博
の
言
に
、

臣
等
看
得
、
設
官
分
職
、
凡
以
為
民
。
官
無
内
外
惟
束
称
職
。
祖
宗
時
、
原
無
重
内
軽
舛
之
説
。
不
知
始
自
何
年
、
京
堂
有
欠
、
止

於
翰
林
・
吏
部
・
六
科
・
十
三
道
内
推
用
。
部
寺
官
不
得
市
与
。
方
面
等
宮
更
不
得
与
罵
。
難
該
臣
等
加
意
整
働
、
相
沿
日
久
、
聞

見
鞍
異
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
四
街
門
」
の
官
は
、
陸
進
に
お
い
て
外
官
は
も
と
よ
り
他
の
京
官
に
比
べ
て
も
、
一
段
と
有
利
な
地
位
に
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
科
道
官
は
そ
れ
自
体
は
七
品
の
卑
宮
（
御
史
お
よ
び
都
幹
旦
事
中
は
正
七
品
、
左
右
給
事
中
お
よ
び
給
事
中
は
従
七
品
）
で

あ
り
な
が
ら
、
弾
劾
・
糾
察
の
権
を
付
与
さ
れ
て
強
い
政
治
的
立
場
に
立
ち
、
か
つ
将
来
の
栄
達
を
（
か
な
り
の
程
度
）
見
込
み
う
る
エ

リ
ー
ト
官
僚
で
あ
っ
た
。
こ
の
エ
リ
ー
ト
コ
l
ス
に
乗
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
科
道
官
ほ
か
「
四
衝
門
」
の
官
に
任
用
さ
れ
る
こ
と

は
、
「
清
華
を
極
む
」
と
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
科
道
官
の
は
た
し
た
政
治
的
役
割
を
考
え
る
上
で
、

彼
ら
に
付
与
さ
れ
た
職
掌
・
権
限
の
考
察
の
み
な
ら
ず
、
官
僚
に
対
す
る
人
事
行
政
の
上
で
科
道
官
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
か
、
ま
た
そ
の
他
位
は
官
僚
の
陸
進
コ
l
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ

の
た
め
に
は
科
道
官
の
任
用
・
陸
進
の
過
程
全
般
に
わ
た
る
分
析
、
他
の
官
僚
の
陸
進
過
程
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
筆
者
に

は
現
在
そ
の
全
体
を
論
ず
る
準
備
が
な
く
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
う
ち
六
科
給
事
中
の
任
用
規
定
の
変
遷
お
よ
び
そ
の
実
施
状
況
を

対
象
と
し
、
そ
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
弘
治
末
年
か
ら
嘉
靖
初
年
の
時
期
を
中
心
に
考
察
す
る
。

成
化
以
前
の
給
事
中
任
用

給
事
中
は
呉
元
年
に
正
五
品
官
と
し
て
設
け
ら
れ
、
洪
武
六
年
に
は
給
事
中
十
二
人
を
設
け
、
吏
戸
礼
兵
刑
工
の
各
科
に
分
け
ら
れ
た
。



そ
の
後
、
洪
武
年
間
の
め
ま
ぐ
る
し
い
官
制
改
革
の
例
に
漏
れ
ず
、
六
科
も
し
ば
し
ば
品
秩
、
名
称
、
上
級
街
門
へ
の
統
属
な
ど
で
変
更

を
加
え
ら
れ
た
が
、
同
二
十
四
年
に
、
各
科
に
都
給
事
中
（
正
八
品
）
一
人
、
左
右
給
事
中
（
従
八
品
）
各
一
人
を
設
け
、
給
事
中
（
正

九
品
）
を
吏
科
四
人
、
戸
科
八
人
、
礼
科
六
人
、
兵
科
十
人
、
刑
科
八
人
、
工
科
四
人
と
す
る
六
科
の
体
制
が
ほ
ぼ
固
め
ら
れ
た
。
建
文

帝
の
時
に
都
給
事
中
を
正
七
品
に
、
給
事
中
を
従
七
品
に
上
げ
、
左
右
給
事
中
を
廃
し
て
拾
遺
、
補
闘
を
置
い
た
が
、
成
祖
が
即
位
す
る

と
拾
遣
、
補
闘
を
や
め
、
左
右
給
事
中
を
復
活
し
て
な
お
従
七
品
と
し
た
。
員
数
は
洪
武
二
十
四
年
の
制
に
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
若

干
の
員
数
の
増
減
が
あ
っ
た
以
外
、
明
末
ま
で
こ
の
構
成
に
変
化
は
な
か
っ
た
。

さ
て
、
給
事
中
へ
の
任
官
に
つ
い
て
万
暦
『
大
明
会
典
』
巻
五
、
吏
部
四
、
選
官
に
、

凡
給
事
中
・
御
史
、
旧
皆
類
選
。
後
給
事
中
止
於
進
士
内
、
年
三
十
以
上
者
考
選
奏
補
。
其
御
史
以
進
士
・
挙
人
・
教
官
等
項
選
除
。

文
後
以
行
人
・
博
士
・
進
士
中
書
、
及
行
取
進
士
挙
人
出
身
知
県
・
推
官
、
吏
部
会
同
都
察
院
考
選
、
分
送
両
京
理
刑
、
或
試
職
満

日
、
陸
除
実
授
。

と
あ
り
、
こ
の
あ
と
弘
治
十
五
年
令
以
下
の
規
定
が
続
く
が
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
、
給
事
中
の
任
用
が
類
選
か
ら
三
十
才
以
上
の
進
士

の
み
に
限
定
さ
れ
る
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
旧
皆
類
選
」
と
い
う
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
『
太
宗
実
録
』
に
よ
っ
て
六
科
の
機
構
が
整
っ
た
永
楽
元
年
一
年
間
の
人
事
異

動
記
事
か
ら
給
事
中
任
官
者
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
監
生
三
十
四
人
、
県
丞
三
人
、
府
学
教
授
二
人
、
知
県
・
訓
導
・
府
照
磨
・
県
典
史
・

県
主
簿
・
税
課
局
大
使
・
燕
王
府
紀
善
・
同
府
長
史
・
検
校
・
能
吏
・
人
材
・
州
民
・
壊
材
抱
徳
之
士
各
一
人
、
計
五
十
二
人
と
な
り
、

約
三
分
の
こ
を
占
め
る
監
生
の
ほ
か
は
、
種
々
雑
多
な
官
や
肩
書
き
の
者
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
永
楽
七
、
八
年
の
場
合
は
、

進
士
十
四
人
、
監
生
十
二
人
、
教
諭
七
人
、
訓
導
七
人
、
学
正
・
府
照
磨
・
府
経
歴
・
州
判
官
・
中
兵
馬
副
指
揮
各
一
、
計
四
十
五
人
と

な
り
、
進
士
・
監
生
・
在
外
教
官
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
や
や
く
だ
っ
て
宣
徳
六
年
で
は
、
監
生
七
人
、
進
士
二
人
、
教
諭
二
人
、
訓

導
七
人
、
県
丞
一
人
と
な
り
、
永
楽
七
、
八
年
と
同
様
、
監
生
・
進
士
・
教
官
に
ほ
ぼ
収
束
さ
れ
て
い
る
。
官
一
徳
十
年
で
は
、
庶
吉
士
三

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

正統年間の給事中任用

＼＼ξ 正統 区ヨ 合コ ，、、 ブ，..
一一＝ 一

景泰
Cコ 区ヨ

進士 18 9 5 3 14 9 2 5 2 12 4 

監生 2 4 2 

庶吉士 7 

表I

五
四

人
、
教
諭
二
人
、
訓
導
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
官
一
徳
年
間
ま
で
は
在
外
の
教
官
か
ら
も
任
用
さ
れ
る
類
選
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
正
統
元
年
以
降
は
、
教
官
そ
の
他
の
官
か
ら
の
陸
遷
に
よ
る
任
用
は
な
く
な
る
。
『
英
宗
実
録
』

に
よ
っ
て
正
統
年
間
の
給
事
中
任
官
者
を
抽
出
分
類
す
る
と
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
統

年
間
の
給
事
中
任
用
は
進
士
・
庶
吉
士
・
監
生
の
三
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
庶
吉
士
は
、
進
士
登
第
後
、
新

進
士
を
さ
ら
に
考
試
し
て
優
秀
者
を
翰
林
院
に
所
属
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
官
で
は
な
く
、

将
来
の
翰
林
院
官
候
補
者
と
し
て
一
定
期
間
の
教
習
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
習
期
間
終
了
後
、
考
試
に

よ
っ
て
留
館
者
す
な
わ
ち
翰
林
院
編
修
・
検
討
な
ど
に
任
ぜ
ら
れ
る
者
と
散
館
者
と
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
、
散

館
者
は
多
く
科
道
・
部
属
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
庶
吉
士
は
進
士
の
中
に
あ
っ
て
翰
林
院
官
候
補
者
と
い

う
資
格
を
持
つ
者
で
あ
り
、
一
般
の
進
士
が
在
京
諸
衛
門
に
配
属
さ
れ
て
弁
事
（
観
政
）
せ
し
め
ら
れ
る
の

と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り
、
散
館
後
の
官
職
除
授
も
、
一
般
の
進
士
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
正
統
年
間
の
給
事
中
任
用
は
進
士
・
監
生
の
二
途
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
表
I
に
一
不
さ
れ
る

と
お
り
正
統
年
間
に
給
事
中
任
用
に
庶
吉
士
が
少
な
い
の
は
、
正
統
四
・
七
・
十
年
の
三
科
連
続
で
庶
吉
士

そ
の
も
の
が
考
選
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

監
生
は
、
正
統
元
年
か
ら
十
年
ま
で
は
全
然
任
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
十
一
年
に
な
っ
て
任
用
が
あ
ら
わ
れ

る
。
ま
た
こ
の
表
以
後
す
な
わ
ち
景
泰
二
年
以
後
は
、
筆
者
が
『
英
宗
実
録
』
を
検
索
し
た
限
り
で
は
、
監

生
か
ら
の
任
官
者
は
景
泰
六
年
に
二
人
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
兵
部
尚
書
儀
銘
の
子
儀
泰
と
吏
部

右
侍
郎
食
山
の
子
食
詰
で
あ
る
が
、
儀
銘
、
食
山
は
と
も
に
景
帝
が
ま
だ
郁
王
と
し
て
藩
邸
に
あ
っ
た
時
、

そ
れ
ぞ
れ
鵡
府
長
史
、
鵡
府
伴
読
を
勤
め
た
景
帝
の
側
近
で
あ
っ
た
。
儀
泰
に
つ
い
て
「
明
史
」
巻
一
五
二
、



儀
銘
伝
に
、

長
子
海
、
錦
衣
衛
百
戸
、
季
子
泰
、
挙
於
郷
、
為
礼
科
給
事
中
。
並
以
父
恩
授
云
。

と
あ
り
、
ま
た
最
諸
に
つ
い
て
は
、
ゐ
彦
「
披
垣
人
鑑
』
巻
九
に
、

散
註
一
問
、
字
口
口
、
漸
江
秀
水
県
人
。
正
統
口
年
挙
人
。
景
泰
六
年
、
伝
奉
旨
、
損
註
工
科
給
事
中
。

と
あ
る
よ
う
に
、
二
人
と
も
父
親
の
功
績
に
対
す
る
恩
典
と
し
て
、
景
帝
が
特
簡
に
よ
っ
て
給
事
中
を
与
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
こ

ι二
人
を
例
外
と
す
る
と
、
景
泰
二
年
以
後
、
景
泰
・
天
順
年
聞
は
通
常
の
考
選
に
よ
る
監
生
の
任
用
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ

て
い
な
い
。
成
化
に
な
っ
て
も
変
化
は
な
い
。
『
披
垣
人
鑑
』
巻
十
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
成
化
年
間
に
任
用
さ
れ
た
（
北
京
の
）
給
事
中
一

二
八
名
は
、
庶
吉
士
十
名
、
南
京
六
科
か
ら
の
起
復
官
四
名
を
除
い
て
す
べ
て
進
士
か
ら
他
の
宮
を
経
由
せ
ず
に
直
接
任
用
さ
れ
た
者

（
以
下
、
こ
の
形
態
を
か
り
に
進
士
初
任
と
称
す
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
監
生
と
称
し
た
の
は
、
『
実
録
』
の
呼
称
に
従
っ
た
も
の

だ
が
、
『
披
垣
人
鑑
』
で
は
『
実
録
』
で
監
生
と
称
さ
れ
て
い
る
者
が
挙
人
・
歳
貢
・
国
子
生
等
と
称
さ
れ
て
お
り
、
挙
監
生
・
貢
監
生
の

両
方
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
要
す
る
に
、
給
事
中
任
用
の
対
象
は
、
永
楽
・
官
一
徳
の
聞
に
か
な
り
雑
多
な
官
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
た
の
が
、
次
第
に
進
士
・
監

生
の
初
任
及
び
在
外
教
官
の
陸
選
の
三
者
に
し
ぼ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
正
統
に
な
る
と
進
士
初
任
の
み
と
な
り
、
正
統
末
年
に
一
時
監
生
初

任
が
復
活
し
た
が
短
期
間
で
終
わ
り
、
以
後
景
泰
・
天
順
・
成
化
を
通
じ
て
進
士
初
任
及
び
庶
吉
士
へ
の
除
授
の
み
で
あ
っ
た
。

次
に
給
事
中
の
性
格
に
関
わ
っ
て
、
こ
れ
に
任
官
す
る
者
に
求
め
ら
れ
た
資
質
、
あ
る
い
は
任
用
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
若
干
考
察
す

る
が
、
ま
ず
比
較
の
た
め
に
御
史
の
そ
れ
を
簡
単
に
み
て
お
く
。
『
宣
告
盃
夫
録
』
宣
徳
六
年
十
月
己
亥
の
条
に
、

上
諭
行
在
吏
部
尚
書
郭
理
等
日
、
朝
廷
置
御
史
託
之
耳
目
。
凡
政
務
関
失
、
民
生
利
病
、
百
官
賢
否
、
皆
得
奏
挙
。
畳
可
以
任
匪
人
。

：
：
自
今
必
択
老
成
謹
厚
、
識
達
治
体
者
、
以
問
。
朕
将
試
用
之
。

と
あ
り
、
耳
目
の
官
と
し
て
の
御
史
の
任
用
の
条
件
に
老
成
謹
厚
で
治
体
に
識
達
し
て
い
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
政
治
行
政
の
内
容
を

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

五
五



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

五
六

習
熟
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
任
用
の
対
象
も
、
給
事
中
が
進
士
初
任
に
士
冗
化
さ
れ
る
の
に
対
し
、
前
掲
の
『
大
明

会
典
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
明
初
の
類
選
か
ら
次
に
進
士
・
挙
人
・
教
官
等
、
次
に
行
人
・
太
常
寺
博
士
・
進
士
出
身
の
中
書
舎

人
・
進
士
お
よ
び
挙
人
出
身
の
知
県
・
推
官
と
移
り
、
一
日
一
他
の
官
を
経
由
し
た
者
が
任
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
御
史
へ
の
進

士
初
任
に
つ
い
て
は
、
正
統
四
年
に
定
め
ら
れ
た
『
憲
綱
』
の
「
選
用
風
憲
」
に
、

凡
都
察
院
各
道
監
察
御
史
井
首
領
官
、
按
察
司
官
井
首
領
官
、
自
今
務
得
公
明
廉
重
、
老
成
歴
練
之
人
、
奏
請
除
授
。
不
許
以
新
進

初
仕
及
知
印
・
承
差
・
吏
典
出
身
人
員
充
用
。

と
あ
っ
て
、
御
史
等
の
風
憲
官
に
「
老
成
歴
練
」
が
条
件
と
さ
れ
、
新
進
の
初
仕
つ
ま
り
進
士
・
監
生
等
か
ら
直
接
任
用
す
る
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
。
進
士
初
任
は
正
統
八
年
に
な
っ
て
ま
た
認
め
ら
れ
た
が
、
成
化
六
年
に
は
再
び
『
憲
綱
』
に
則
っ
て
禁
止
さ
れ
、
弘
治
元
年

に
な
っ
て
ま
た
進
士
初
任
復
活
の
要
求
が
出
さ
れ
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
復
活
し
た
。
要
す
る
に
、
御
史
の
場
合
は
風
憲
官
、
耳
目
の
官

と
し
て
「
歴
練
老
成
」

H
政
治
行
政
の
実
務
の
習
熟
が
重
要
な
要
件
と
さ
れ
た
た
め
、
一
定
の
官
僚
と
し
て
の
実
務
経
験
が
必
要
と
さ
れ
、

そ
の
た
め
進
士
初
任
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
給
事
中
は
ど
う
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
洪
武
二
十
六
年
成
立
の
『
諸
司
職
掌
』
吏
部
、
考
功
部
、
考
覆
に
、

一
、
凡
通
政
司
・
光
禄
司
・
翰
林
院
・
尚
宝
司
・
給
事
中
・
中
書
舎
人
・
東
宮
官
、
倶
係
近
侍
官
員
。
監
察
御
史
係
耳
目
風
紀
之
司
。

太
医
院
・
欽
天
監
及
王
府
官
不
係
常
選
。
任
満
瓢
捗
取
自
上
裁
。

と
あ
り
、
給
事
中
は
近
侍
官
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
耳
目
風
憲
の
官
で
あ
る
御
史
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
近
侍
官
と
い
う
性
格
は

明
初
に
あ
っ
て
は
か
な
り
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
『
官
Z
一
不
実
録
』
官
一
徳
六
年
八
月
乙
末
の
条
に
、

命
給
事
中
儲
惣
・
車
遜
掌
吏
科
、
：
：
：
・
：
李
伺
・
翼
全
安
掌
工
科
。
上
以
六
科
近
侍
、
職
在
駁
正
奏
臆
、
関
防
諸
司
、
掌
科
事
者
、

必
須
得
人
、
命
吏
部
倶
録
其
名
以
進
。
上
朗
自
審
択
、
得
融
市
主
寸
十
二
人
、
毎
科
二
人
掌
之
。

と
あ
り
、
六
科
が
近
侍
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
掌
科
者
の
人
選
を
重
ん
じ
、
官
一
宗
自
ら
審
査
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
英
宗
実



録
』
正
統
六
年
間
十
一
月
辛
未
の
条
に
、

礼
科
給
事
中
郷
軍
以
私
念
殴
堂
叔
。
法
司
論
罪
、
応
贈
杖
還
職
。
上
目
、
昆
犯
上
如
此
。
量
可
復
居
近
侍
。
其
罷
職
為
民
。
（
下
略
）

と
あ
り
、
こ
の
場
合
、
近
侍
官
で
あ
る
が
故
に
む
し
ろ
法
司
の
量
刑
よ
り
重
い
処
分
が
下
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
正
統
十
年
九
月
甲
成

の
条
に
、上

諭
吏
部
尚
書
王
直
等
目
、
給
事
中
以
封
駁
糾
劾
為
職
、
不
徒
侍
従
而
巳
。
故
居
是
職
非
得
行
検
荘
街
、
才
識
優
長
、
儀
貌
豊
偉
、

語
言
端
正
者
、
其
昌
克
称
。
今
後
務
慎
其
選
、
母
視
常
軽
川
庁
、
庶
言
職
得
人
、
有
稗
於
治
。

と
あ
り
、
給
事
中
は
封
駁
・
糾
劾
を
職
と
す
る
点
で
単
な
る
侍
従
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
人
選
を
慎
重
に
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
が
、

近
侍
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
品
行
が
慎
し
み
深
く
、
見
識
が
優
れ
て
お
り
、
体
躯
が
堂
々

と
し
て
言
葉
が
正
し
い
こ
と
が
、
任
用
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

官
僚
内
部
に
あ
っ
て
も
給
事
中
の
近
侍
官
と
し
て
の
性
格
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
弘
治
初
年
こ
ろ
の
陸
容
『
寂
園
雑
記
』
巻
七
に
、

翰
林
編
修
張
元
禎
嘗
建
一
士
一
口
、
選
六
科
給
事
中
不
必
拘
体
貌
長
大
、
惟
当
器
識
遠
大
、
学
問
該
博
、
文
章
優
謄
者
充
之
。
其
云
一
口
最
当
、

徒
以
不
拘
体
貌
一
言
有
擬
、
寛
托
之
空
言
而
己
。
蓋
六
科
係
近
侍
官
、
兼
主
奏
対
。
必
選
体
貌
端
厚
、
語
言
的
確
者
、
以
壮
観
班
行
、

表
儀
朝
7
0

と
あ
り
、
天
順
八
年
に
編
修
張
元
禎
が
、
六
科
給
事
中
の
選
に
は
、
必
ず
し
も
「
体
貌
長
大
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
器
識
遠
大
、
学
問
該
博
、

文
章
優
謄
の
者
を
充
て
る
べ
き
だ
と
建
言
し
た
が
、
「
体
貌
に
拘
ら
ず
」
の
一
句
が
障
害
と
な
っ
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
給
事
中

に
は
、
近
侍
官
と
し
て
皇
帝
と
直
接
応
対
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
朝
廷
の
威
容
を
高
め
る
た
め
に
、
外
貌
の
立
派
さ
が
器
識
、
学
問
、
文

章
の
優
秀
さ
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
が
官
僚
間
で
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な

お
陸
容
は
上
文
に
続
け
て
、
そ
の
後
給
事
中
は
専
ら
体
貌
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
と
述
べ
、
そ
れ
は
学
識
兼
備
の
者
は
そ
の
職
務
に
励
も

う
と
し
て
し
ば
し
ば
大
臣
を
糾
弾
す
る
の
で
、
時
の
人
事
担
当
者
が
制
し
や
す
い
安
静
簡
黙
者
を
多
く
任
じ
た
た
め
だ
と
し
て
い
る
。

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

五
七
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さ
て
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
給
事
中
の
条
件
や
先
の
正
統
十
年
の
上
諭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
条
件
に
は
御
史
の
場
合
に
み
ら
れ
る

「
歴
練
老
成
」
や
「
識
達
治
体
」
の
よ
う
な
政
務
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
表
現
は
な
く
、
む
し
ろ
総
括
的
な
見
識
や
品
行
な

ど
の
よ
う
な
人
格
に
関
わ
る
こ
と
、
文
辞
の
優
秀
さ
な
ど
を
示
す
表
現
が
多
い
と
い
え
る
。
こ
の
違
い
は
同
じ
く
百
官
の
糾
劾
や
政
治
の

得
失
を
論
ず
る
こ
と
を
職
務
と
し
な
が
ら
、
御
史
が
天
子
の
耳
目
と
し
て
巡
按
な
ど
の
出
差
も
多
く
、
中
央
・
地
方
の
政
治
行
政
の
現
場

に
あ
っ
て
そ
の
遂
行
を
監
察
す
る
の
に
対
し
、
給
事
中
は
皇
帝
の
近
侍
に
あ
っ
て
章
奏
の
封
駁
等
を
通
じ
て
百
官
を
監
察
す
る
と
い
っ
た

監
察
の
場
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
近
侍
官
と
し
て
の
清
要
性
や
、
必
ず
し
も
行
政
の
実
務
の
習
熟
を
要
件
と

し
な
い
総
括
的
な
見
識
の
強
調
が
、
給
事
中
を
進
士
出
身
者
に
限
定
し
、
そ
れ
も
初
任
者
か
ら
の
み
任
用
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
も
の

と
恩
わ
れ
る
。

弘
治
末
年
の
任
用
規
定
変
化

弘
治
初
年
に
お
け
る
給
事
中
任
用
は
、
依
然
進
士
初
任
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
こ
れ
の
見
直
し
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ
て

い
る
。
弘
治
初
年
の
吏
部
尚
書
王
恕
の
「
議
知
府
言
芳
陸
用
科
道
官
奏
状
」
（
弘
治
三
年
五
月
初
四
日
具
題
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
科

道
官
任
用
に
関
す
る
議
論
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
疏
は
、
直
隷
広
平
府
知
府
言
芳
が
そ
の
地
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
科
道
官
の
「
盤
糧
専
事

威
福
等
項
事
情
」
を
劾
奏
し
、
そ
の
中
で
科
道
官
の
任
用
に
言
及
し
た
こ
と
に
、
吏
部
が
議
覆
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
疏
に
抄
録
さ
れ
て

い
る
言
芳
の
主
張
は
、

今
後
、
清
要
之
職
、
合
無
何
求
久
歴
別
官
、
才
徳
素
聞
之
人
陸
用
。
其
新
進
年
少
、
雄
一
時
紙
上
文
字
可
観
、
才
徳
未
著
、
宜
勿
軽

授
、
致
令
倣
然
軽
世
、
作
聡
明
以
恭
治
体
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
清
要
之
職
」
と
は
こ
こ
で
は
科
道
両
方
を
指
す
。
文
章
（
こ
の
場
合
は
科
挙
か
）
は
優
れ
て
い
て
も
、
そ
の
才
能



人
徳
が
判
然
と
し
な
い
若
年
の
新
進
者
を
科
道
官
に
任
じ
て
、
世
間
を
軽
視
し
治
政
か
ら
遊
離
せ
し
め
る
よ
う
な
こ
と
を
や
め
、
既
に
他

官
を
歴
任
し
て
そ
の
能
力
が
明
ら
か
な
も
の
を
任
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
王
恕
は
、
ま
ず
給
事
中
に
つ
い
て
、

査
得
、
給
事
中
従
前
至
今
、
多
係
進
士
就
除
、
並
無
別
官
陸
用
。

と
の
み
答
え
、
従
来
か
ら
の
慣
例
を
循
に
言
芳
の
案
を
一
蹴
し
て
い
る
。
御
史
に
つ
い
て
は
、
弘
治
元
年
に
再
び
進
士
初
任
の
兼
用
を
始

め
た
経
緯
を
述
べ
た
あ
と
、

臣
等
繕
惟
、
科
道
官
之
職
不
職
係
乎
人
之
賢
不
賢
、
不
係
手
新
進
之
与
久
任
也
。
人
固
有
出
仕
未
久
而
端
重
老
成
者
、
亦
有
歴
宮
数

年
市
浮
操
知
故
者
、
似
難
概
以
新
進
久
任
而
論
人
之
賢
否
也
。
：
：
：
：
・
以
後
、
給
事
中
・
御
史
有
欠
、
何
照
見
行
事
例
、
兼
用
進
士

除
補
、
永
為
定
規
。

と
論
じ
、
科
道
の
職
不
職
は
人
物
の
賢
不
賢
に
よ
る
の
で
あ
り
、
新
進
か
久
任
か
と
い
う
一
点
で
は
一
概
に
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
、
科
道

の
員
欠
に
新
進
士
を
兼
用
す
る
（
給
事
中
は
進
士
は
初
任
の
み
）
と
い
う
現
行
規
定
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。

こ
の
疏
は
裁
可
を
得
た
。

同
疏
に
は
、
弘
治
元
年
に
御
史
へ
の
進
士
初
任
の
復
活
を
奏
請
し
た
李
諒
の
見
解
も
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

近
年
以
来
、
被
前
姦
貧
之
臣
畏
懐
糾
弾
、
腰
膿
奏
称
、
新
中
進
士
未
詰
刑
名
事
体
、
必
先
選
在
外
有
司
、
推
官
・
知
県
、
待
其
政
績

昭
著
、
吏
部
行
取
、
選
任
御
史
。
不
知
内
寓
好
術
意
。
将
初
中
進
士
、
正
志
気
轟
烈
、
独
立
敢
言
之
時
也
。
一
日
一
選
為
有
司
庶
職
、

使
之
奔
走
於
塵
壊
馬
足
之
中
、
術
仰
於
承
問
聴
命
之
頃
、
曲
折
百
般
頓
挫
無
奈
。
守
正
者
倹
命
倹
次
行
取
、
奔
競
者
請
託
権
貴
、
保

挙
蛙
異
、
既
得
美
官
、
只
知
思
出
於
権
貴
、
縦
有
好
悪
、
出
呈
同
轍
便
糾
劾
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
成
化
六
年
に
『
憲
綱
』
に
則
っ
て
進
士
初
任
を
禁
じ
た
の
は
、
「
姦
貧
の
臣
」
の
批
判
封
じ
の
た
め
の
策
謀
で
あ
り
、

そ
の
際
の
大
義
名
分
は
「
新
中
進
士
は
刑
名
事
体
を
諸
ぜ
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
李
諒
に
み
ら
れ
る
進
士

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

五
九



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

六
O

初
任
肯
定
論
は
、
ま
だ
政
治
の
激
務
に
逐
わ
れ
て
疲
弊
し
て
い
な
い
新
進
士
こ
そ
が
、
権
貴
の
好
悪
摘
発
に
有
効
で
あ
り
、
す
で
に
有
司

と
な
っ
て
い
る
者
は
激
務
に
疲
弊
し
、
ま
た
（
科
道
な
ど
の
）
美
官
を
得
る
た
め
の
保
挙
を
求
め
て
権
貴
に
従
属
し
が
ち
で
あ
り
、
御
史

の
任
に
は
不
適
格
で
あ
る
（
場
合
が
多
い
）
と
い
う
認
識
で
、
い
わ
ば
皇
帝
ゴ
克
の
専
制
支
配
体
制
に
お
け
る
権
貴
の
私
的
勢
力
を
抑
制

す
る
と
い
う
御
史
の
政
治
的
機
能
を
強
調
し
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
李
諒
の
い
う
「
姦
貧
の
臣
」
や
言
芳
は
、
行
政
実
務
を
経
験
し

刑
名
事
体
に
通
じ
た
「
歴
練
老
成
者
」
を
こ
そ
科
道
に
任
用
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
い
わ
ば
科
道
官
の
職
能
に
行
政
実
務
一
の
遂
行
の
監
察

を
求
め
る
行
政
的
機
能
を
重
視
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

両
論
を
受
け
た
吏
部
（
王
恕
）
は
、
科
道
の
職
不
職
は
久
任
か
新
進
か
に
は
直
接
関
係
な
く
、
人
物
そ
の
も
の
の
賢
不
肖
に
よ
る
と
い

う
立
場
を
取
り
、
進
士
初
任
を
認
め
る
現
行
事
例
を
支
持
し
た
。
し
か
し
科
道
の
適
任
が
新
進
か
久
任
か
に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
給
事
中
か
ら
久
任
を
締
め
出
す
論
拠
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
久
任
者
の
任
用
を
認
め
る
論
拠
に
も
な
ろ
う
。
実
際
、
弘
治
元

年
に
御
史
へ
他
官
か
ら
の
陸
選
と
進
士
初
任
が
兼
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
方
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
こ
れ
が
論
拠
と
な
っ
て

い
る
。
と
す
れ
ば
王
恕
が
給
事
中
に
関
し
て
は
進
士
初
任
の
み
に
固
執
し
た
の
は
、
そ
の
近
侍
と
し
て
の
清
要
性
の
た
め
他
の
官
途
に
比

し
て
優
越
し
た
コ
l
ス
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

弘
治
初
年
に
は
、
御
史
の
任
用
に
進
士
初
任
を
復
活
す
る
方
向
で
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、
給
事
中
は
す
で
に
進
士
初
任
の
み
任
用
す
る

体
制
が
定
着
し
、
変
動
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
言
芳
の
主
張
を
一
蹴
し
て
い
る
よ
う
に
、
給
事
中
を
含
め
た
科
道
の
任
官
規
定

改
正
を
要
求
す
る
声
が
あ
っ
て
も
、
吏
部
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
孝
宗
実
録
』
弘
治
十
二
年
二
月
実
巳

の
条
に
、監

察
御
史
余
漉
言
二
事
。
一
、
重
民
牧
。
謂
、
進
士
之
為
知
州
・
推
官
・
知
県
、
舎
経
桂
異
考
称
者
、
宜
歳
一
行
取
赴
部
、
侠
員
外

郎
有
欠
、
以
知
州
補
之
。
給
事
中
・
御
史
・
主
事
有
欠
、
以
知
県
・
推
官
補
之
。
：
：
：
・
：
吏
部
覆
奏
謂
、
御
史
有
欠
、
可
以
知
県
・

推
官
選
補
。
給
事
中
品
従
七
、
知
県
・
推
官
正
七
、
難
以
選
補
。
又
知
州
歳
一
行
取
赴
部
、
則
人
多
欠
少
、
未
免
窒
滞
、
謂
宜
不
拘



年
限
、
随
欠
具
題
奏
要
。
：
・
：
：
：
従
之
。

と
あ
り
、
科
道
の
欠
に
進
士
出
身
の
知
県
・
推
官
（
以
下
、
並
称
す
る
場
合
は
推
・
知
と
略
す
）
を
あ
て
る
よ
う
要
求
が
あ
っ
た
の
に
対

し
、
定
部
は
御
史
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
た
が
、
給
事
中
に
つ
い
て
は
、
推
・
知
は
正
七
品
で
あ
る
か
ら
従
七
品
の
給
事
中
に
は
選
補

で
き
な
い
と
の
理
由
で
拒
否
し
て
い
る
。
推
・
知
か
ら
御
史
へ
の
任
用
は
こ
の
当
時
の
現
行
現
定
ど
お
り
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
余
漉
の
奏

請
の
主
眼
は
こ
れ
ら
外
官
か
ら
給
事
中
へ
の
任
用
の
途
を
聞
く
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
吏
部
は
ま
っ
た
く
の
形
式
論
で
こ
れ
を
拒
否

し
た
の
で
あ
る
。

給
事
中
任
用
に
進
士
初
任
以
外
の
途
が
聞
か
れ
た
の
は
、
弘
治
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
『
大
明
会
典
』
巻
五
、
吏
部
四
、
選
官
に
、
前

引
の
記
事
に
続
い
て
、

弘
治
十
五
年
令
、
給
事
中
、
以
博
士
・
行
人
兼
選
。

O
文
令
、
給
事
中
照
監
察
御
史
例
、
選
歴
練
老
成
者
除
補
。

O
十
七
年
令
、
国

子
監
助
教
等
官
、
由
挙
人
出
身
曽
経
薦
挙
者
、
兼
取
考
選
御
史
。

O
十
八
年
令
、
挙
人
出
身
教
官
、
歴
俸
六
年
以
上
、
有
才
出
衆
者
、

取
選
科
道
等
官
。

と
あ
っ
て
、
弘
治
十
五
年
に
給
事
中
の
任
用
対
象
の
枠
は
、
行
人
・
太
常
寺
博
士
に
広
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
御
史
と
同
様
の
「
歴
練
老
成
」

が
条
件
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
十
五
年
令
後
半
の
「
照
監
察
御
史
例
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
『
万
暦
会
典
』
に
は
記
戴
が
な
い

が
『
正
徳
会
典
』
巻
二
、
吏
部
、
類
選
の
御
史
の
項
に
は
、

弘
治
十
五
年
令
、
照
憲
綱
例
、
於
博
士
・
行
人
・
知
県
・
推
官
井
教
官
、
考
選
歴
練
老
成
者
除
補
。

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
新
進
初
任
を
禁
じ
た
『
憲
綱
』
の
例
に
照
ら
し
て
博
士
以
下
の
官
か
ら
歴
練
老
成
者
を
考
選
し
除
補
す
る
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
給
事
中
も
御
史
の
例
に
よ
る
と
い
う
規
定
は
、
進
士
初
任
を
制
限
す
る
一
方
、
任
用
の
対
象

を
行
・
博
・
知
・
推
等
に
ま
で
拡
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
か
り
に
弘
治
十
五
年
に
外
官
か
ら
の
任
用
も
認
め
ら
れ
た
と

し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
給
事
中
に
知
・
推
が
任
用
さ
れ
る
の
は
正
徳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

ーム司
，＼ 



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

ム，、

以
上
の
『
大
明
会
典
』
の
記
事
は
い
ず
れ
も
『
明
実
録
』
等
で
は
確
認
で
き
な
い
た
め
、
各
規
定
の
関
連
や
詳
し
い
事
情
は
わ
か
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
や
や
推
測
を
交
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
変
化
の
要
因
を
考
え
て
み
る
。

こ
の
当
時
の
吏
部
向
書
は
馬
文
升
で
あ
る
。
彼
は
十
四
年
十
月
に
こ
の
職
に
就
き
、
十
五
年
こ
ろ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
上
疏
の
中
で
、

六
部
主
事
・
大
理
寺
評
事
・
太
常
寺
博
士
・
六
科
給
事
中
・
行
人
・
中
書
舎
人
と
い
っ
た
進
士
に
初
授
さ
れ
る
京
官
に
一
年
間
の
試
職
期

聞
を
置
く
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
洪
武
朝
で
は
初
授
の
京
宮
は
す
べ
て
一
年
間
試
職
せ
し
め
た

後
、
そ
の
勤
務
状
況
を
考
覆
し
て
実
授
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
初
任
官
は
み
な
職
務
に
精
励
し
た
が
、
そ
の
後
試
職
が
実
行
さ
れ
な

く
な
っ
た
た
め
、
進
士
等
は
任
官
後
は
政
事
の
習
熟
、
徳
性
の
緬
養
に
励
も
う
と
せ
ず
、
識
見
・
人
格
と
も
充
分
で
な
い
者
が
多
い
。
こ

れ
ら
の
官
が
外
官
に
陸
擢
さ
れ
る
と
、
不
謹
・
不
称
と
し
て
罷
瓢
さ
れ
る
者
が
多
く
い
る
。
御
史
の
場
合
は
進
士
・
知
・
推
の
別
な
く
一

年
間
を
試
職
と
し
、
刑
名
を
習
学
さ
せ
、
事
体
を
歴
練
せ
し
め
た
上
で
考
覆
し
て
実
授
し
て
い
る
の
で
、
み
な
職
掌
に
努
め
、
有
能
な
人

材
を
得
て
い
る
。
そ
こ
で
御
史
の
例
に
な
ら
っ
て
主
事
・
給
事
中
等
の
京
官
に
も
試
職
を
課
そ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

馬
文
升
の
提
言
は
給
事
中
の
み
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
試
職
の
制
が
実
施
に
移
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
に
は
給
事
中
（
を
含
む
初
授
の
京
官
）
の
質
的
向
上
の
た
め
、
進
士
か
ら
た
だ
ち
に
除
授
す
る
の
で
は
な
く
、
実
務
の
習
熟
を
除
授

（
実
授
）
の
条
件
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
馬
文
升
は
弘
治
元
年
に
御
史
へ
の
進
士
初
任
が
復
活
し
た
時
、
基
本
的
に
は
こ

れ
に
同
意
し
な
が
ら
も
、
吏
部
（
王
恕
）
の
示
し
た
任
用
規
定
よ
り
も
厳
し
い
条
件
を
提
言
し
て
お
り
、
こ
こ
に
も
同
様
の
意
図
が
う
か

が
え
る
。
弘
治
十
四
年
に
吏
部
尚
書
に
就
任
し
た
馬
文
升
が
、
科
道
に
そ
の
職
掌
や
行
政
実
務
の
習
熟
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
と
、
十
五

年
以
降
の
任
用
枠
拡
大
、
「
歴
練
老
成
」
の
条
件
付
与
と
は
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
こ
の
改
革
に
馬
文
升
の
意
向
が
作
用
し
て
い
た
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。

弘
治
末
年
以
降
、
給
事
中
は
御
史
と
同
様
の
「
歴
練
老
成
」
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
進
士
初
任
は
抑
制
を
受
け
た
。
そ
の
点
で

科
道
両
者
の
性
格
は
近
似
し
て
き
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
前
引
の
二
種
の
『
大
明
会
典
』
の
同
じ
箇
所
を
較
べ
て
み
る
と
、
『
万
暦
会
典
』



に
お
い
て
は
、
給
事
中
と
御
史
は
同
一
の
項
に
括
ら
れ
て
い
る
が
、
『
正
徳
会
典
』
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
項
が
立
て
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
『
正
徳
会
典
』
が
編
纂
さ
れ
た
弘
治
末
年
こ
ろ
ま
で
は
、
両
者
は
詮
政
上
別
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
嘉
靖
中
期
か
ら
の
『
万
暦
会
典
』
編
纂
の
時
点
で
は
、
同
じ
性
格
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、

『
万
暦
会
典
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
『
正
徳
会
典
』
以
降
の
記
事
、
す
な
わ
ち
弘
治
十
七
年
令
以
下
の
諸
規
定
は
、
ほ
と
ん
ど
が
科
道
両
者

を
一
括
し
て
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
嘉
靖
こ
ろ
の
上
諭
に
は
、
科
道
両
者
、
あ
る
い
は
給
事
中
を
、
「
耳
目
の
官
」
と
す
る
表
現

（同）

が
多
く
み
ら
れ
る
。
正
徳
・
嘉
靖
問
に
給
事
中
・
御
史
の
性
格
は
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
お
そ
ら
く
は
こ
の

よ
う
に
し
て
両
者
を
同
一
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
『
明
史
』
巻
四
十
七
、
選
挙
三
で
は
、

給
事
中
・
御
史
、
謂
之
科
道
。
科
五
十
員
、
道
百
二
十
員
。
明
初
至
天
順
・
成
化
問
、
進
士
・
挙
貢
・
監
生
皆
得
選
補
。
其
選
擢
者
、

推
官
・
知
県
而
外
、
或
由
学
官
。
其
後
監
生
及
新
科
進
士
皆
不
得
与
。

と
あ
っ
て
、
両
者
を
分
離
し
な
い
た
め
、
き
わ
め
て
暖
昧
で
不
正
確
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
弘
治
末
年
の
給
事
中
任
用
規
定
の
変
化
の
背
景
に
は
、
給
事
中
の
職
務
上
「
歴
練
老
成
」
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
進

士
登
第
後
に
他
の
官
、
特
に
知
県
・
推
官
等
の
外
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
の
不
満
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
弘
治
四
年
八

月
の
王
恕
の
奏
に
、

照
得
、
毎
科
第
三
甲
進
士
、
前
七
八
分
多
選
在
外
知
県
等
官
、
後
二
三
分
倶
選
京
職
、
所
以
進
士
該
外
選
者
、
或
告
養
病
、
或
因
公

差
、
在
家
延
住
、
待
不
選
除
外
任
、
方
揖
赴
部
、
希
糞
京
職
之
除
。
若
不
処
置
、
誠
恐
逓
相
倣
致
、
非
有
壊
選
法
、
抑
E
有
壊
士
風
。

と
あ
り
、
三
甲
進
士
の
う
ち
京
宮
に
つ
く
者
は
二
三
割
で
、
外
官
に
除
せ
ら
れ
そ
う
な
者
は
仮
病
や
公
差
を
口
実
に
郷
里
で
待
機
し
て
外

任
を
免
が
れ
、
京
職
を
希
求
す
る
と
い
い
、
進
士
の
中
に
京
官
を
望
み
外
官
を
忌
避
す
る
「
重
内
軽
外
」
の
傾
向
が
強
く
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
強
い
京
官
志
向
は
、
弘
治
十
二
年
序
の
あ
る
王
錆
『
寓
圃
雑
記
』
巻
五
、
「
進
士
外
補
」
に
、

往
歳
、
進
士
除
京
職
、
終
身
顕
貴
、
為
有
司
者
終
作
下
僚
、
兼
有
不
能
保
其
位
者
。
近
来
多
任
州
守
・
県
令
、
有
守
者
三
年
即
擢
京

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

--'---，、



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

六
四

官
。
故
外
補
者
克
尽
心
、

E
知
庶
事
、
甚
為
良
法
。
此
即
古
之
調
停
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
進
士
出
身
で
も
京
官
に
除
せ
ら
れ
た
者
と
外
官
に
除
せ
ら
れ
た
者
と
で
は
、
陸
進
の
上
で
著
し
い
格
差
が
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
、
知
州
・
知
県
か
ら
の
行
取
が
あ
っ
て
外
官
か
ら
京
官
に
擢
せ
ら
れ
る
途
が
聞
か
れ
、
そ
の
格
差
が
緩

和
さ
れ
た
よ
う
に
い
う
。
し
か
し
京
外
官
の
こ
う
し
た
格
差
を
問
題
視
す
る
立
場
か
’
り
す
れ
ば
、
給
事
中
が
進
士
初
任
に
限
定
さ
れ
、
弘

治
元
年
に
は
御
史
に
も
そ
れ
が
復
活
さ
れ
た
事
態
は
、
格
差
是
正
の
方
向
に
逆
行
す
る
も
の
と
受
け
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
孝
宗
実

録
』
弘
治
四
年
三
月
突
未
の
条
に
、

兵
科
給
事
中
楊
瑛
言
三
事
。
・
：
：
：
：
一
、
擢
異
能
以
作
士
気
。
謂
、
県
令
親
民
之
官
、
風
憲
之
職
率
由
此
進
。
比
因
行
取
之
途
梢
滞
、

憲
職
有
欠
、
轍
以
進
士
詮
補
。
是
以
人
懐
不
平
、
臨
選
者
恥
於
下
寮
、
因
而
為
営
差
托
病
之
謀
。
今
後
県
令
巳
除
考
限
、
兼
有
異
能
、

或
経
撫
接
官
推
保
者
、
宜
即
次
第
行
取
風
憲
。
部
属
有
欠
、
則
参
以
進
士
選
補
。

j
i－
－
命
下
所
司
知
之
。

と
あ
り
、
憲
職
（
こ
こ
で
は
御
史
）
に
進
士
が
選
補
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
知
県
の
聞
に
後
進
の
者
の
下
僚
に
置
か
れ
る

こ
と
の
不
満
が
起
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
直
接
表
わ
れ
て
い
な
い
が
、
進
士
初
任
に
よ
り
知
県
か
ら
の
行
取
考

選
の
枠
が
挟
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
満
も
当
然
予
想
さ
れ
る
。

弘
治
十
八
年
五
月
に
、
南
京
刑
部
主
事
胡
世
寧
が
京
官
と
外
宮
の
陸
進
上
の
格
差
解
消
の
観
点
か
ら
、
科
道
へ
の
進
士
初
任
を
禁
じ
、

内
外
官
か
ら
任
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
、
内
閣
・
翰
林
・
科
道
の
「
清
要
の
官
」
の
任
用
が
資
格
に
拘
束
さ
れ
て
専
ら
一

途
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
任
用
の
途
が
狭
い
た
め
当
然
人
材
は
得
が
た
い
と
述
べ
、
続
け
て
い
う
。

其
他
百
官
叙
転
、
惟
患
初
選
、
偶
得
之
基
、
不
顧
終
身
践
履
之
実
。
進
士
之
初
選
美
官
、
則
惟
循
資
而
可
立
登
要
地
。
一
除
外
職
則

雄
有
才
而
或
終
滞
下
僚
。
資
格
之
拘
既
定
、
薦
挙
之
篠
徒
設
。
京
宮
難
有
保
陸
知
府
之
例
、
而
所
保
悉
多
循
資
之
人
、
外
官
雛
有
取

選
御
史
之
途
、
而
所
取
或
遺
方
正
之
士
。
推
好
避
事
者
得
以
避
怨
而
早
陸
、
中
山
勤
任
事
者
亦
以
任
怨
而
早
難
。
故
今
士
人
初
入
仕
途
、

即
有
量
縁
求
得
美
選
之
心
、
既
得
美
除
、
即
為
持
循
保
守
禄
位
之
計
。
近
年
進
士
之
輪
選
者
、
聞
有
南
京
之
欠
而
即
避
、
近
侍
之
該



陸
者
、
遇
有
京
堂
之
欠
而
即
争
。
平
時
既
皆
趣
利
避
害
之
心
、
臨
難
量
有
摘
躯
報
国
之
志
。

官
僚
の
陸
進
は
そ
の
初
任
で
決
ま
る
。
進
士
の
初
任
で
京
官
を
得
た
者
は
そ
の
ま
ま
資
格
に
循
っ
て
要
職
に
陸
進
し
、
外
官
に
除
せ
ら

れ
た
者
は
有
能
で
あ
っ
て
も
下
位
に
停
滞
さ
せ
ら
れ
る
。
外
官
か
ら
御
史
へ
の
行
取
の
途
も
あ
る
が
、
適
正
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
初
任
者
は
っ
て
を
辿
っ
て
美
官
H
京
官
を
求
め
、
い
っ
た
ん
こ
れ
を
得
る
と
そ
の
地
位
の
保
持
に
汲
々
と
す
る
、
と
い
う
。
前
述

の
李
諒
の
論
で
は
、
外
官
に
は
御
史
に
保
薦
さ
れ
よ
う
と
権
貴
に
依
附
す
る
奔
競
の
風
が
多
い
と
し
て
い
る
が
、
胡
世
寧
に
い
わ
せ
る
な

ら
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
京
官
と
外
官
の
陸
進
の
格
差
で
あ
り
、
す
で
に
進
士
の
初
授
の
段
階
で
京
官
偏
重
の
奔
競
の
風
が
起
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
う
し
た
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
ま
ず
輔
弼
の
公
卿
（
具
体
的
に
は
内
閣
を
指
す
）
は
翰
林
出
身
か
否
か
を
問
わ
ず
、
中
外
を

歴
任
し
才
徳
の
老
成
し
た
者
を
任
じ
、
翰
林
・
科
道
に
は
広
く
内
外
官
か
ら
有
能
な
者
を
選
び
、
品
級
科
第
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
と
し
て
、
出
身
資
格
に
よ
る
仕
途
の
固
定
化
を
排
し
た
能
力
本
位
の
人
事
を
主
張
し
た
。
ま
た
続
け
て
、

至
於
進
士
・
挙
人
之
初
出
身
者
、
悉
授
外
職
知
県
等
官
、
厳
責
撫
巡
、
公
加
訪
察
、
択
其
有
守
有
為
之
人
、
毎
歳
一
報
、
吏
部
待
其

三
年
六
年
任
満
、
行
取
到
京
、
択
其
文
学
徳
行
者
擢
居
翰
林
、
剛
直
公
正
者
選
入
科
道
、
才
識
明
敏
者
分
任
部
寺
属
官
。
其
有
長
於

撫
字
深
得
民
心
者
、
再
令
補
任
三
年
、
超
擢
府
州
正
職
。
：
・
：
：
：
其
在
前
初
授
京
官
者
、
不
拘
各
項
街
門
、
悉
令
外
補
州
郡
、
試
歴

民
事
、
亦
待
三
年
或
六
年
、
視
其
才
能
功
蹟
而
瓢
捗
之
。

と
述
べ
、
進
士
・
挙
人
の
初
任
者
を
す
べ
て
知
県
等
の
外
職
に
つ
け
、
三
年
も
し
く
は
六
年
の
考
満
の
後
、
吏
部
が
行
取
し
、
能
力
特
性

に
応
じ
て
翰
林
・
科
道
・
部
寺
属
官
に
任
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
の
み
な
ら
ず
既
に
任
官
し
て
い
る
初
授
の
京
官
も
す
べ
て
府
州
官
に

外
補
し
、
三
年
も
し
く
は
六
年
考
満
の
後
、
そ
の
功
績
に
従
っ
て
馳
捗
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

外
官
か
ら
の
科
道
任
用
の
要
求
が
、
弘
治
初
年
こ
ろ
か
ら
し
ば
し
ば
出
さ
れ
、
そ
の
末
年
に
は
給
事
中
の
任
用
枠
が
拡
げ
ら
れ
、
（
少
な

く
と
も
規
定
上
は
）
挙
人
出
身
の
教
官
等
ま
で
科
道
の
考
選
の
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
官
僚
間
に
あ
っ
た
京
外
官
の
陸
進
過

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

六
五



明
代
の
六
科
が
毒
中
の
任
用
に
つ
い
て

程
で
の
格
差
に
対
す
る
批
判
や
格
差
解
消
の
要
求
が
強
く
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

占ハ占ハ

正
徳
年
聞
の
給
事
中
任
用

弘
治
末
年
に
い
た
っ
て
、
給
事
中
へ
の
進
士
初
任
を
抑
制
し
、
広
範
囲
（
た
だ
し
、
ま
ず
は
行
・
博
等
の
京
官
の
み
）
か
ら
「
歴
練
老

成
」
の
者
を
任
用
す
る
方
向
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
武
宗
即
位
直
後
の
『
武
宗
実
録
』
弘
治
十
八
年
六
月
甲
子
の
条
に
は
、

吏
部
言
、
旧
例
科
道
之
選
、
進
士
与
行
人
・
博
士
一
体
選
補
口
近
年
新
科
進
士
例
不
得
与
。
請
照
旧
考
授
、
以
広
求
才
而
均
選
法
。

上
命
止
知
見
行
例
選
補
。

と
あ
っ
て
、
吏
部
は
、
「
旧
例
」
で
は
科
道
に
進
士
と
行
・
博
が
併
用
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
進
士
が
任
用
さ
れ
な
い
と
い
い
、
進
士
初

任
の
一
定
の
枠
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
が
、
武
宗
は
現
行
ど
お
り
、
す
な
わ
ち
進
士
初
任
抑
制
の
方
向
で
選
補
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
知
・
推
等
外
官
か
ら
の
行
取
考
選
は
認
知
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
官
既
任
者
を
科
道
に
任
用
す
る
と
い
う

方
向
は
急
速
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
該
時
期
の
給
事
中
任
用
の
実
際
の
状
況
を
編
彦
編
『
披
垣
人
鑑
』
に
よ
っ

て
検
証
し
て
み
る
。
同
書
は
万
暦
十
二
年
に
戸
科
都
給
事
中
必
彦
ら
が
編
集
し
た
洪
武
初
か
ら
万
暦
十
一
年
ま
で
に
六
科
に
在
籍
し
た
給

事
中
の
名
鑑
で
あ
る
。
洪
武
か
ら
天
順
ま
で
は
所
属
の
六
科
各
衛
門
ご
と
に
、
成
化
以
後
は
任
官
の
年
代
順
に
並
べ
て
あ
り
、
各
人
に
つ

い
て
姓
名
・
籍
貫
・
出
身
・
略
歴
を
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
北
京
の
六
科
の
み
で
南
京
六
科
は
含
ま
れ

ず
、
ま
た
年
次
の
誤
り
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
が
、
明
一
代
の
給
事
由
・
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
デ
l
タ
を
提
供
す

る
も
の
で
あ
る
。
同
書
巻
十
一

1
十
六
に
よ
っ
て
、
弘
治
元
年
か
ら
万
暦
十
一
年
ま
で
の
給
事
中
が
ど
の
官
職
か
ら
任
用
さ
れ
た
か
を
整

理
し
た
も
の
が
表
H
で
あ
る
。
弘
治
十
三
年
ま
で
は
進
士
・
庶
吉
士
か
ら
の
み
任
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
か
ら
の
任
用
は
ま
っ
た
く

な
い
。
実
は
、
同
書
で
は
弘
治
十
年
十
一
月
に
周
璽
が
行
人
か
ら
、
ま
た
十
二
年
に
辺
貢
が
太
常
寺
博
士
か
ら
選
授
さ
れ
た
よ
う
に
し
て



い
る
が
、
周
璽
は
『
孝
宗
実
録
』
弘
治
十
年
十
一
月
丙
寅
の
条
に
よ
れ
ば
進
士
か
ら
の
初
授
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
伝
記
資
料
に
よ
っ
て

も
行
人
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
辺
貢
に
つ
い
て
は
『
武
宗
実
録
』
弘
治
十
八
年
六
月
戊
寅
の
条
に
、
博
士
か
ら

任
用
さ
れ
て
い
る
。
他
の
伝
記
資
料
に
照
ら
し
て
み
て
も
十
八
年
任
用
の
方
が
妥
当
す
る
。
表
H
で
は
そ
れ
ぞ
れ
修
正
を
加
え
て
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
大
明
会
典
』
に
あ
る
規
定
ど
お
り
、
給
事
中
の
任
用
対
象
枠
拡
大
の
適
用
は
、
弘
治
十
五
年
十
月
に
行
人
二
人
が
任
用
さ

れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
な
お
弘
治
十
八
年
に
挙
人
出
身
の
教
官
で
歴
俸
六
年
以
上
の
者
か
ら
科
道
に
選
取
す
る
と
い
う
規
定
が
出
さ
れ

て
い
た
が
、
正
徳
年
間
以
後
も
教
官
か
ら
任
用
さ
れ
た
給
事
中
は
皆
無
で
あ
り
、
こ
の
規
定
は
現
実
に
は
御
史
の
任
用
に
の
み
適
用
さ
れ
、

給
事
中
に
は
及
ん
で
は
い
な
い
。

正
徳
の
十
六
年
間
は
、
任
用
対
象
の
特
徴
に
よ
っ
て
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
元
年
か
ら
四
年
ま
で
の
初
期
は
行

人
・
博
士
・
中
書
舎
人
の
ほ
か
に
在
外
の
推
官
・
知
県
か
ら
の
行
取
考
選
も
実
行
さ
れ
、
任
用
枠
は
拡
大
の
方
向
に
あ
る
が
、
五
年
か
ら

十
年
ま
で
の
中
期
は
外
官
か
ら
の
任
用
が
な
く
、
明
ら
か
に
外
官
が
排
除
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
一
年
以
降
の
後
期
に
は
再
び

外
官
か
ら
の
任
用
が
現
わ
れ
、
嘉
靖
以
後
へ
と
継
承
さ
れ
て
定
着
し
た
。
一
方
、
進
士
初
任
は
正
徳
後
期
に
な
る
と
相
対
的
に
任
用
の
比

率
が
低
下
し
、
嘉
靖
二
年
以
降
は
同
九
年
に
一
挙
に
十
五
人
が
任
用
さ
れ
た
だ
け
で
、
こ
の
コ
l
ス
は
消
え
て
い
る
。
以
下
、
正
徳
年
間

の
給
事
中
任
用
を
進
士
初
任
の
扱
い
を
中
心
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
弘
治
十
八
年
六
月
に
即
位
直
後
の
武
宗
は
科
道
官
の
任
用
に
お
い
て
進
士
初
任
を
抑
制
す
る
方
向
を
示
し
て
い

た
。
外
宮
か
ら
の
任
用
拡
大
も
こ
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
『
武
宗
実
録
』
正
徳
四
年
六
月
丙
寅
の
条
に
、

授
中
書
舎
人
芦
梅
・
韓
刑
・
高
瑛
、
行
人
田
汝
符
、
知
県
黄
質
、
進
士
悶
欽
・
石
柱
・
陳
鼎
・
劉
株
・
潜
損
・
頼
鳳
為
給
事
中
。
：
・

：
：
：
子
是
吏
科
都
給
事
中
李
憲
言
、
新
進
之
士
、
政
務
未
達
、
宜
如
御
史
試
職
、
令
練
習
一
年
乃
実
授
。
詔
、
改
住
・
欽
・
株
・
填
・

鳳
五
人
為
試
給
事
中
。
憲
附
劉
瑳
勢
凌
、
忽
同
列
、
時
称
為
六
科
都
給
事
中
。
毎
朝
率
衆
謁
蓮
、
請
事
干
堂
下
。
一
言
構
及
、
莫
不

股
栗
。
故
試
事
之
議
、
部
不
得
不
従
也
。

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

六
七
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

六
九

表E 給事中の任用者数

弘治

子～～～三年 ""' フ『 ，、、
一 ヨ旦 ず竜之 4ゴEコ

進 士 4 9 10 6 7 6 1 1 

庶吉士 4 4 8 5 

行人 2 4 

太常寺博士

中書舎人

推官

知県

嘉靖

官『～～～～年 ""' ヨ百L プミ tt ’I 
:tu 一 izii Eコ 一 一 一

進士 6 15 

庶吉士 6 1 3 

行人 5 7 1 1 2 4 5 1 3 6 4 

太常寺博士 1 1 2 1 1 

中書舎人 2 

推官 1 2 2 3 

知県 6 8 3 4 7 2 

主 事

その他

隆慶

官『～～～～、年』 言言 E茸 宝呈 手宅ミ 主て C巨コヨ ーEヨ ~ "" 璽E耳ヨ

庶吉士 7 6 

行人 5 3 2 4 3 2 3 3 1 2 

太常寺博士 1 1 

中書舎人 2 1 1 1 

推官 5 6 7 2 2 2 5 4 3 

知県 5 10 5 8 5 4 4 2 3 3 

主事

その他

註：「その他Jは嘉靖10年が歴事挙人の初任，同27年が南京大理寺評事，隆慶4年



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

七。

と
あ
り
、
吏
科
都
給
事
中
李
憲
の
建
議
に
よ
り
「
政
務
未
達
」
を
理
由
に
進
士
初
任
者
に
一
年
間
の
試
職
期
間
を
置
い
て
い
る
。
試
給
事

中
と
さ
れ
た
悶
欽
ら
五
人
は
正
徳
三
年
の
進
士
で
、
残
る
一
人
陳
鼎
は
一
科
前
の
弘
治
十
八
年
の
進
士
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
の
場
合
、

弁
事
進
士
の
期
聞
が
長
い
こ
と
で
試
職
を
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
記
事
で
は
試
給
事
中
の
制
は
明
代
官
官
の
専
横
の
典
型
と
さ
れ
る
劉
瑳
の
権
勢
を
後
盾
に
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
建
議
し
た
李
憲
は
弘
治
十
二
年
の
進
士
で
、
中
書
舎
人
を
経
て
正
徳
三
年
六
月
に
刑
科
給
事
中
を
選
授
さ
れ
た

が
、
翌
四
年
四
月
に
は
一
年
未
満
と
い
う
異
例
の
速
さ
で
六
科
の
最
上
位
で
あ
る
吏
科
都
給
事
中
に
ま
で
陸
進
し
、
「
六
科
都
給
事
中
」
と

陰
口
を
叩
か
れ
る
ほ
ど
に
六
科
全
体
を
統
制
し
た
。
こ
れ
が
劉
理
の
力
を
パ
ッ
ク
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

ま
た
そ
こ
に
は
李
憲
を
利
用
し
て
六
科
の
統
制
を
は
か
る
劉
瑳
の
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

試
給
事
中
の
制
も
お
そ
ら
く
人
事
を
通
じ
て
給
事
中
の
言
論
統
制
を
狙
っ
た
政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
推
測
に
わ
た

る
が
、
李
憲
自
身
が
給
事
中
に
任
官
す
る
ま
で
長
期
間
中
書
舎
人
の
官
に
あ
っ
た
こ
と
も
関
わ
っ
て
、
新
進
士
が
た
だ
ち
に
給
事
中
に
任

用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
自
身
が
「
奔
競
」
の
典
型
で
あ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
こ
の
よ
う
に
権
勢
に
依

付
す
る
以
外
、
栄
達
を
望
め
な
い
ほ
ど
に
、
当
時
の
鐙
政
体
系
が
硬
直
化
し
不
公
平
感
を
内
包
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

前
引
史
料
は
劉
珪
の
権
勢
を
借
り
た
李
憲
の
建
議
に
吏
部
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
、
こ
の
制
度
に
悪
法
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

込
め
、
吏
部
に
抵
抗
感
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
給
事
中
に
試
職
期
間
を
設
け
る
主
張
自
体
は
、
前
述
し
た

馬
文
升
の
主
張
と
同
じ
で
あ
り
、
進
士
か
ら
給
事
中
を
初
授
さ
れ
る
極
め
て
優
遇
さ
れ
た
コ
l
ス
の
抑
制
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ

の
方
向
を
一
歩
進
め
、
ま
た
嘉
靖
以
後
に
実
現
す
る
進
士
初
任
の
廃
止
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
試
給
事
中
の
制
は
こ
の
時
一
度
実
施
さ
れ
た
だ
け
で
、
以
後
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
表
E
に
よ
れ
ば
翌
五
年

か
ら
は
外
官
・
中
書
舎
人
・
博
士
の
任
用
も
な
く
な
り
、
任
用
対
象
は
再
び
進
士
・
庶
吉
士
お
よ
び
行
人
に
狭
め
ら
れ
、
弘
治
末
年
の
状

態
（
た
だ
し
比
率
的
に
は
進
士
初
任
優
位
）
へ
と
急
に
方
向
転
換
し
て
い
る
。
一
方
、
劉
理
は
他
の
｛
臣
官
と
の
権
力
闘
争
の
た
め
、
五
年



八
月
に
右
都
御
史
楊
一
清
と
組
ん
だ
｛
臣
官
張
永
に
弾
劾
を
受
け
て
投
獄
さ
れ
、
同
時
に
李
憲
も
失
脚
し
た
。
目
下
確
た
る
因
果
連
関
は
つ

か
ん
で
い
な
い
が
、
こ
の
政
変
に
よ
る
政
治
勢
力
の
変
動
と
給
事
中
任
用
状
況
の
変
化
と
は
、
時
期
的
に
暗
合
し
て
い
る
。
劉
理
と
そ
の

一
派
伏
訴
後
も
、
正
徳
年
間
は
武
宗
の
放
坪
に
群
が
る
官
官
勢
力
そ
の
も
の
は
強
大
で
あ
り
、
か
っ
「
接
倖
」
と
称
さ
れ
る
武
官
の
政
治

歪
曲
も
跡
を
断
た
な
い
が
、
劉
理
に
よ
る
極
端
な
秩
序
破
壊
は
一
定
程
度
修
復
さ
れ
た
。
試
給
事
中
の
制
の
廃
止
、
任
用
枠
の
縮
少
も
あ

る
い
は
こ
の
秩
序
回
復
の
一
環
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
正
徳
十
一
年
に
な
っ
て
外
官
が
再
び
任
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
再
び
任
用
の
方
針
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
後
述
の
嘉
靖
九
年
の
夏
言
の
疏
に
は
「
正
徳
末
年
、
大
臣
、
新
進
の
敢
言
を
畏
忌
し
、
乃
ち
始
め
て
尽
く
進
士
考
選
の
例
を
廃

す
」
と
あ
る
。
表
H
に
よ
れ
ば
、
正
徳
十
六
年
は
す
で
に
世
宗
の
新
政
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
か
ら
除
外
す
る
と
し
て
も
、
十
二
年
、
十

五
年
に
進
土
か
ら
の
任
用
が
あ
り
、
こ
の
途
が
完
全
に
断
た
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
や
や
細
か
く
検
討
し
て
み
る
と
、
正

徳
年
間
の
進
士
任
用
は
京
試
施
行
の
年
（
三
、
六
、
九
、
十
二
、
十
五
年
）
に
多
く
み
ら
れ
、
こ
の
う
ち
三
、
六
、
九
年
の
進
士
初
任
者

は
す
べ
て
そ
の
年
に
進
士
に
登
第
し
た
ば
か
り
の
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
弘
治
年
間
の
進
士
初
任
が
多
く
の
場
合
京
試
施
行
の
年
（
三
、

六
、
九
、
十
二
、
十
五
、
十
八
年
）
と
ず
れ
て
い
る
の
と
き
わ
だ
っ
て
対
称
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
弘
治
年
間
で
は
給
事
中
任
用
が
進
士
初

任
に
限
定
さ
れ
て
い
て
も
、
多
く
の
場
合
在
京
街
門
で
の
弁
事
進
士
の
期
聞
が
一
、
二
年
程
度
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
正
徳
に
な
る

と
、
特
に
中
期
の
場
合
、
京
試
の
年
に
そ
の
年
の
新
進
士
を
弁
事
半
年
程
度
で
任
用
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
他
官
経
由
の

者
に
比
べ
て
著
し
く
進
士
初
任
の
途
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
後
期
の
十
二
年
八
月
に
任
用
さ
れ
た
進
士
は
、
す
で
に
そ
の
年
の
新
進
士
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
員
一
科
前
の
九
年

登
第
の
進
士
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
新
進
士
の
任
用
が
避
け
ら
れ
、
弁
事
期
聞
を
三
年
ほ
ど
置
か
れ
た
と
み
る
べ
き
で
、
任

用
の
条
件
は
進
士
に
と
っ
て
一
挙
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
任
用
に
関
し
て
は
『
武
宗
実
録
』
正
徳
十
二
年
八
月
辛
未
の
条
に
、

初
給
事
中
員
欠
。
吏
部
以
行
人
楊
乗
義
、
進
士
席
象
・
張
天
性
・
呉
廉
・
李
緯
・
李
学
・
及
盲
・
侍
良
弼
八
人
請
補
。
有
旨
、
令
別

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

七
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つ
い
て

七

推
知
県
。
吏
部
推
知
県
李
長
。
又
有
旨
、
令
推
行
人
。
吏
部
再
推
行
人
華
淳
。
既
而
皆
用
之
。

と
あ
り
、
今
推
測
し
た
任
用
条
件
な
ど
は
何
も
記
さ
な
い
が
、
吏
部
の
考
選
奏
補
の
段
階
で
す
で
に
席
象
以
下
全
員
一
科
前
の
進
士
登
第

者
を
候
補
者
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
有
旨
で
は
知
県
・
行
人
の
追
加
任
用
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
極
端
な
進
士
初
任
優
遇

を
抑
制
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
十
五
年
の
場
合
は
、
会
試
は
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
武
宗
が
さ
ん
ざ
ん
物
議
を
醸
し
た
南
巡

に
出
か
け
た
た
め
殿
試
が
行
え
ず
、
新
進
士
は
誕
生
し
て
い
な
い
。
し
か
し
先
の
十
二
年
の
例
に
よ
る
と
す
れ
ば
、

一
科
前
の
十
二
年
登

第
の
進
士
が
給
事
中
の
任
用
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
十
二
年
の
進
士
も
一
人
し
か
任
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
夏
一
一
一
一
口
の
い
う
「
進
士

考
選
の
例
を
廃
す
」
と
は
、
こ
う
し
た
点
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

四

嘉
靖
初
年
の
給
事
中
任
用

正
徳
十
六
年
四
月
に
世
宗
が
即
位
し
、
武
宗
の
時
代
の
弊
政
を
尽
く
刷
新
す
る
大
赦
詔
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
に
、

今
後
照
依
旧
例
、
給
事
中
有
欠
、
於
進
士
内
考
選
奏
補
。
御
史
有
欠
、
進
士
与
行
取
人
員
相
兼
考
選
除
授
。

と
あ
り
、
給
事
中
の
員
欠
に
は
進
士
か
ら
考
選
す
る
こ
と
を
改
め
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
御
史
の
任
用
規
定
も
含
め
て
弘
治
初

年
の
状
態
を
準
拠
す
べ
き
旧
例
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
給
事
中
の
進
士
初
任
は
周
年
八
月
及
び
嘉
靖
元
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た

の
み
で
、
そ
の
後
再
び
な
く
な
っ
て
い
る
。
嘉
靖
二
、
三
年
は
給
事
中
の
任
用
そ
の
も
の
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
時
点
で
再
び

方
針
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
わ
か
り
に
く
い
。
そ
こ
で
同
時
期
の
御
史
の
任
用
状
況
を
『
世
宗
実
録
』
に
よ
っ
て
追
っ
て
み
る
と
、
嘉
靖

一
花
年
二
月
に
十
五
人
、
二
年
五
月
に
三
人
、
三
年
正
月
に
十
八
人
あ
り
、
そ
の
後
途
絶
え
、
九
年
十
一
月
に
十
人
任
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
嘉
靖
三
、
四
年
こ
ろ
に
何
ら
か
の
変
更
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
こ

の
当
時
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
大
礼
の
議
に
関
わ
っ
て
の
政
治
勢
力
の
変
化
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
後



述
す
る
。

嘉
靖
九
年
に
一
度
だ
け
現
わ
れ
る
進
士
初
任
は
、
周
年
六
月
の
吏
科
都
給
事
中
夏
言
の
奏
請
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
夏
言
の
『
桂
州
奏
議
』
巻
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
「
請
補
六
科
給
事
中
疏
」
の
内
容
を
検
討
し
て
、
当
時
の
給
事
中
任
用
を
め

ぐ
る
状
況
を
考
え
て
み
る
。
ま
ず
夏
言
は
、
現
在
六
科
の
在
任
者
は
二
十
一
員
の
み
で
定
員
五
十
八
員
の
半
数
に
も
満
た
な
い
と
述
べ
る
。

近
年
以
来
、
六
科
員
欠
、
吏
部
不
肯
如
数
選
補
、
毎
補
不
過
五
六
員
而
止
。
問
之
、
則
目
、
在
外
推
宮
・
知
県
未
応
行
取
、
行
人
・

博
士
未
歴
三
年
、
進
士
又
不
以
選
。
是
以
有
欠
尽
行
停
閣
不
補
。

つ
ま
り
は
任
用
の
有
資
格
者
が
少
な
い
こ
と
を
口
実
に
し
て
い
る
と
い
い
、
こ
の
時
の
吏

部
が
進
士
を
任
用
の
対
象
に
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
疏
は
続
い
て
正
徳
ま
で
の
任
用
の
推
移
を
述
べ
、
陛
下
（
世
宗
）
の
登

吏
部
は
六
科
の
定
員
を
満
た
そ
う
と
せ
ず
、

極
の
詔
で
進
士
か
ら
の
任
用
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
途
は
す
ぐ
に
ま
た
閉
ざ
さ
れ
た
と
い
う
。

吏
部
亦
嘗
奏
請
、
廟
堂
大
臣
陰
行
格
泊
、
往
往
以
未
嘗
経
歴
世
故
語
口
。
臣
愚
以
為
、
非
是
公
言
確
論
。
蓋
用
人
之
法
、
唯
在
求
之

以
公
、
択
之
以
精
、
任
当
其
才
、
帰
於
得
人
而
巳
。
得
其
人
、
則
進
士
・
行
人
・
博
士
雄
未
嘗
試
、
無
弗
可
也
。
非
其
人
、
則
推
官
・

知
県
久
於
官
政
、
未
見
其
可
也
。
古
之
人
固
有
未
嘗
任
労
州
県
而
経
論
素
具
、
。
又
有
致
身
ム
ロ
輔
而
功
名
反
損
於
治
郡
者
失
。
人
品
才

器
、
白
有
定
価
、
具
目
者
当
自
得
之
。
悪
可
一
律
拘
也
。
今
六
科
之
選
、
乃
尽
廃
祖
宗
之
旧
。
独
舎
進
士
市
必
求
之
推
官
・
知
県
。

是
偏
重
也
。
既
而
推
官
以
三
年
考
満
者
則
預
行
取
、
於
知
県
則
必
限
以
六
年
。
是
待
推
宮
・
知
県
、
文
自
不
同
、
亦
偏
重
也
。

吏
部
は
か
つ
て
進
士
初
任
を
奏
請
し
た
が
、
「
廟
堂
大
臣
」
が
こ
れ
を
阻
み
、
「
（
進
士
は
）
未
だ
嘗
て
世
を
歴
せ
ず
」
を
口
実
に
し
て
い

る
。
し
か
し
、
得
人
リ
適
材
を
得
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
進
士
・
行
人
・
博
士
が
未
試
で
あ
っ
て
も
適
任
者
は
あ
り
、
逆
に
官
政

が
長
い
か
ら
と
い
っ
て
推
・
知
が
必
ず
し
も
適
任
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
進
士
初
任
を
廃
し
て
推
・
知
か
ら
の
み
任
用
す
る
の
は
偏
重
で

あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
行
・
中
も
進
士
と
同
様
に
「
未
嘗
試
」
の
側
に
数
え
ら
れ
、
こ
こ
で
い
う
「
官
政
」
と
は
明
ら
か
に
地
方

行
政
の
経
歴
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
の
給
事
中
任
用
が
、
単
な
る
官
僚
経
験
で
は
な
く
、
外
官
重
視
に
傾
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

い
る
。な

お
、
以
上
の
夏
言
の
言
か
ら
、
こ
の
当
時
の
給
事
中
任
用
の
対
象
は
、

歴
俸
三
年
以
上
の
行
人
・
博
士
、
三
年
考
満
の
推
官
、
六
年
考
満
の
知
県
が

標
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
『
披
垣
人
鑑
』
に
よ
っ
て
正
徳
十

六
年
か
ら
夏
言
の
疏
が
出
さ
れ
る
ま
で
（
嘉
靖
八
年
）
の
任
用
者
を
、
そ
れ

ぞ
れ
の
進
士
登
第
年
か
ら
給
事
中
授
職
ま
で
の
期
間
に
よ
っ
て
分
類
す
る

（お）

と
、
表
皿
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
数
字
は
人
に
よ
っ
て
は
前
職
在
任
中
に
丁

憂
や
養
病
等
に
よ
る
休
職
期
間
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
特
に
十

年
以
上
の
者
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
）
た
め
、
必
ず
し
も
正
確
な
前

任
期
間
と
は
い
え
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
推
官
は
三
年
程
度
で
行
取
さ
れ
て
お
り
、
夏
言
の
い
う
と
こ
ろ
を
裏
付

け
る
が
、
知
県
の
多
く
は
進
士
登
第
後
四
、
五
年
で
給
事
中
に
任
用
さ
れ
て

お
り
、
六
年
考
満
を
待
た
ず
に
行
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
夏
言
の
言

と
は
異
な
る
。
あ
る
い
は
三
年
H
一
考
の
期
間
の
算
定
に
特
別
な
や
り
方
が

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
夏
言
の
伝
え
る
六
年
考
満
の
知
県
と
い
う
の
は
あ
く

ま
で
基
準
で
あ
っ
て
、
実
際
の
行
取
に
は
規
定
が
緩
和
さ
れ
て
い
た
の
か
、

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
夏
言
は
科
道
官
の
条
件
と
し
て
、

況
朝
廷
之
設
言
官
、
其
用
意
固
自
有
在
。
是
故
当
取
其
風
裁
、
不
当
取

七
四

進士登第から給事中授職までの期間

［ま 1年 一考以内 二考以内 三考以内 10年
五十

未満 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 以上

進士 4 6 11 

庶吉土 7 2 9 

行人 5 6 6 2 2 23 

博士 2 

推官 2 3 

知県 6 6 4 2 18 

5十 4 14 8 15 12 6 4 3 66 

表面



其
徳
量
。
当
取
其
態
直
、
不
当
取
其
疏
通
。
当
取
其
廊
廟
珪
埠
之
度
、
不
当
取
其
簿
書
米
塩
之
能
。
司
馬
光
日
、
凡
択
言
事
官
、
当

以
三
事
為
先
。
第
一
不
愛
富
貴
、
次
則
重
責
名
節
、
次
則
暁
知
治
体
。
臣
以
為
、
今
日
之
択
言
官
、
当
用
臣
言
、
以
求
諌
官
之
体
。

若
徒
以
老
成
暗
練
為
一
吉
、
是
不
過
欲
得
脂
意
時
桐
愛
身
固
禄
之
流
、
取
其
不
為
己
害
而
己
。
又
其
甚
者
、
植
一
二
不
肖
無
良
、
以
為

私
人
、
資
其
爪
牙
、
以
博
唾
善
類
、
以
陰
昨
其
威
権
。
此
則
大
臣
之
所
為
利
、
而
非
国
家
之
福
。
直
臣
之
所
為
難
、
而
非
聖
主
之
明

不
能
庇
也
。

と
い
っ
て
い
る
。
一
一
一
一
口
官
と
し
て
の
職
掌
上
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
厳
格
で
愚
直
で
将
来
大
臣
と
し
て
朝
政
を
執
る
に
足
る
器
で
あ
っ
て
、

寛
大
で
融
通
が
き
く
性
格
や
蹟
末
な
事
務
能
力
で
は
な
い
。
（
大
臣
が
）
「
老
成
暗
練
」
を
要
求
す
る
の
は
、
時
流
に
娼
び
て
保
身
す
る
己

れ
に
無
害
な
連
中
を
取
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
己
れ
の
私
人
と
し
、
善
類
を
駆
除
し
て
威
権
を
時
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
、
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
夏
言
は
「
大
臣
の
私
臆
を
破
り
」
、
各
街
門
弁
事
進
士
、
歴
俸
二
年
以
上
の
行
人
・
博
士
、
三
年

考
満
の
推
官
・
知
県
を
給
事
中
任
用
の
有
資
格
者
と
す
る
よ
う
提
言
し
た
。
進
士
・
京
官
・
外
官
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
任
用
条
件
を
緩

和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

夏
言
の
疏
は
吏
部
の
議
に
ま
わ
さ
れ
、
吏
部
は
次
の
よ
う
に
覆
奏
し
た
。

六
科
言
責
所
係
、
務
在
得
人
。
是
以
累
朝
推
択
未
嘗
備
数
、
且
今
行
人
・
博
士
及
弁
事
進
士
員
数
不
多
、
請
先
補
科
額
之
半
、
鈴
侠

取
諸
推
官
・
知
県
之
有
年
間
者
。
得
旨
、
従
之
。

吏
部
も
ま
た
六
科
の
言
責
の
た
め
人
材
を
得
る
こ
と
を
論
拠
に
、
必
ず
し
も
機
械
的
に
定
員
を
満
た
す
必
要
は
な
い
と
し
、
か
つ
任
用

の
有
資
格
者
の
弁
事
進
士
や
京
官
の
数
が
少
な
い
と
し
て
、
給
事
中
の
定
員
（
欠
員
数
？
）
の
半
分
を
進
士
・
京
官
か
ら
、
半
分
を
行
取

の
外
官
か
ら
任
用
す
る
と
答
え
、
夏
言
の
主
張
に
一
応
添
い
な
が
ら
も
そ
れ
を
全
面
的
に
は
承
認
せ
ず
、
進
士
・
京
官
か
ら
の
任
用
数
に

制
限
を
設
け
た
。
こ
の
覆
奏
が
裁
可
を
得
て
、
翌
七
月
に
進
士
か
ら
給
事
中
に
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

夏
言
の
疏
に
は
「
威
権
を
時
に
し
よ
う
と
す
る
」
「
大
臣
」
を
攻
撃
す
る
政
治
的
動
機
が
強
く
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
中
央
に
あ
っ

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
問
に
つ
い
て

七
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

主

て
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
「
大
臣
」
と
は
、
張
地
（
字
敬
）
・
桂
等
・
霊
輯
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
大
礼
の
議
で
世
宗
の
信
任
を
得
、
急

速
に
台
頭
し
て
き
た
一
派
（
以
下
、
議
礼
派
と
称
す
）
で
、
九
年
当
時
の
吏
部
尚
書
は
同
派
に
属
す
る
方
献
夫
で
あ
っ
た
。
議
礼
派
の
政

治
主
張
の
主
要
な
眼
目
の
一
つ
は
、
鐙
政
に
お
け
る
資
格
主
義
の
打
破
で
あ
り
、
特
に
内
閣
が
翰
林
院
官
に
独
占
さ
れ
、
そ
の
翰
林
院
官

は
一
甲
進
士
及
び
庶
吉
士
か
ら
の
み
選
任
さ
れ
、
他
の
者
は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
を
中
心
に
、
京
官
・
外
官
の
遷
転

資
格
の
硬
直
化
を
強
く
批
判
し
て
い
た
。
前
述
の
弘
治
末
年
に
内
外
官
の
還
流
を
主
張
し
た
胡
世
寧
も
こ
の
系
列
に
属
し
、
嘉
靖
四
、
五

年
こ
ろ
に
資
格
主
義
打
破
の
論
障
を
張
っ
た
。

（お）

科
道
官
の
任
用
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
同
八
年
こ
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
張
穂
の
「
重
守
令
疏
」
に

近
来
因
重
内
官
而
軽
外
任
、
至
如
郎
中
・
科
道
等
官
、
一
有
知
府
之
命
、
如
同
吃
摘
、
非
惟
人
軽
視
之
而
自
視
亦
軽
甚
実
0

・

以
後
、
非
歴
州
県
者
不
得
陸
科
道
・
部
属
、
非
歴
郡
守
者
不
得
陸
列
卿
。
凡
京
官
自
五
品
以
下
、
有
未
歴
外
任
者
、
許
吏
部
亦
量
宜

推
補
守
令
、
以
習
知
民
事
。
如
此
則
朝
廷
為
親
民
市
重
守
令
之
官
、
而
守
令
之
官
知
朝
廷
所
重
、
皆
親
民
失
。
守
令
知
所
以
親
民
、

則
天
下
之
民
挙
安
失
。

と
あ
っ
て
、
重
内
軽
外
の
風
潮
を
抑
え
、
地
方
行
政
の
質
を
向
上
さ
せ
る
見
地
か
ら
、
州
県
官
経
歴
者
の
み
を
科
道
・
部
属
等
の
京
官
の

選
に
あ
て
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

嘉
靖
初
年
に
給
事
中
任
用
に
進
士
初
任
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
京
外
官
の
格
差
是
正
を
強
く
志
向
す
る
議
礼
派
勢
力
の
台
頭
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
世
宗
即
位
の
際
に
、
給
事
中
へ
の
進
士
初
任
を
規
定
し
た
大
赦
詔
を
起
草
し
た
の
は
、
内
閣
大
学
士
楊

廷
和
で
あ
っ
た
。
彼
は
世
宗
迎
立
の
功
に
よ
っ
て
世
宗
の
新
政
当
初
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
が
、
続
い
て
起
こ
っ
た
大
礼
問
題
に
よ
っ

て
世
宗
に
疎
ん
じ
ら
れ
、
嘉
靖
三
年
正
月
に
致
仕
し
た
。
楊
廷
和
ら
と
対
抗
し
て
周
年
こ
ろ
か
ら
台
頭
し
て
き
た
の
が
張
地
・
控
尊
ら
で

あ
っ
た
。
彼
ら
議
礼
派
の
完
全
な
政
権
掌
握
、
す
な
わ
ち
内
閣
大
学
士
拝
命
は
六
年
秋
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
大
礼
問
題
で
孤
立
し

が
ち
な
世
宗
の
ブ
レ
イ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
。
科
道
官
へ
の
進
士
初
任
の
停
止
が
三
、
四
年
こ
ろ
か
ら
だ
と
す
る
と
、
進
士
初
任
を
推
進



し
た
楊
廷
和
の
退
陣
、
そ
の
影
響
力
の
減
衰
と
、
進
士
初
任
に
批
判
的
な
議
礼
派
勢
力
の
影
響
力
増
大
の
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
夏
言
と
議
礼
派
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
嘉
靖
九
年
初
に
夏
言
は
天
地
分
郊
の
説
を
上
奏
し
、
礼
制
改
革
に
熱
心
で

あ
っ
た
世
宗
の
意
を
迎
え
た
。
こ
の
説
に
最
も
強
く
反
対
し
た
の
が
議
礼
派
の
震
舗
で
あ
り
、
夏
言
と
論
争
を
展
開
し
た
が
、
世
宗
の
不

興
を
買
っ
て
一
時
下
獄
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
る
。
世
宗
は
夏
言
を
重
用
し
、
周
年
五
月
に
彼
を
都
察
院
余
都
御
史
に
超
擢
し
た
が
、
夏

言
が
固
辞
し
た
た
め
都
給
事
中
の
職
の
ま
ま
四
品
の
俸
・
服
を
与
え
、
翌
十
年
に
は
礼
部
尚
堂
自
に
抜
擢
し
た
。
乙
れ
は
議
礼
派
の
台
頭
の

時
と
同
じ
形
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
『
明
史
』
巻
一
九
六
、
夏
言
伝
に
は
、

（
張
）
字
敬
願
指
百
僚
、
無
敢
与
抗
者
。
（
夏
）
言
自
以
受
帝
知
、
独
不
為
下
。
字
敬
乃
大
害
言
寵
、
言
亦
怨
字
敬
駿
用
彰
津
為
太
常

卿
不
右
己
、
両
人
遂
有
隙
。
言
抗
疏
劾
字
敬
及
吏
部
尚
書
方
献
夫
。
字
敬
・
献
夫
皆
疏
弁
求
去
。
帝
顧
諸
人
厚
為
両
解
之
。
言
既
顕
、

与
字
敬
・
献
夫
・
（
霊
）
括
為
難
、
益
以
強
直
厚
自
結
。

と
あ
っ
て
、
夏
言
と
議
礼
派
の
両
者
と
も
世
宗
の
寵
を
背
景
に
鋭
く
対
立
し
た
。
し
か
し
、
議
礼
派
が
そ
の
台
頭
の
い
き
さ
つ
か
ら
専
ら

世
宗
の
寵
に
依
拠
し
、
廷
臣
の
中
ま
で
な
か
な
か
そ
の
勢
力
が
浸
透
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
同
史
料
後
文
に
、

時
士
大
夫
猶
悪
字
敬
、
侍
言
抗
之
。
号
一
口
既
以
開
敏
結
帝
知
、
文
折
節
下
士
。
御
史
喰
希
礼
・
石
金
請
宥
大
礼
大
獄
得
罪
諸
臣
。
帝
大

怒
、
令
言
劾
、
言
謂
希
礼
・
金
無
他
腸
、
請
帝
寛
恕
。
帝
責
言
対
状
、
逮
二
人
詔
獄
、
遠
麗
之
、
言
引
罪
乃
己
。
以
是
大
得
公
卿
間

土
問
。

と
あ
る
よ
う
に
、
夏
言
の
側
は
議
礼
派
を
快
く
思
わ
な
い
官
僚
聞
の
支
持
を
集
め
て
い
た
。
夏
二
一
一
口
の
「
請
補
六
科
給
事
中
疏
」
は
、
こ
う

し
た
政
治
的
対
立
の
中
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
科
道
官
任
用
が
議
礼
派
に
よ
っ
て
そ
の
勢
力
拡
大
も
し
く
は
批
判
の
鈍
化
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
を
警
戒
し
、
言
官
と
し
て
の
原
則
を
強
く
打
ち
出
す
こ
と
で
議
礼
派
勢
力
か
ら
ひ
き
離
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
議
礼
派
が
外
｛
亘
重
視
、
京
官
抑
制
の
立
場
を
取
る
の
に
対
し
、
夏
言
は
京
外
宮
と
も
に
任
用
条
件
を
緩
和
す
る
こ
と
で
、

京
官
志
向
の
強
い
廷
臣
の
意
向
を
代
弁
す
る
と
と
も
に
外
官
か
ら
も
支
持
を
得
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

七
七



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

七
；＼ 

夏
言
の
提
議
に
よ
り
同
年
に
は
給
事
中
の
進
士
初
任
の
途
が
再
開
さ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
も
た
だ
一
度
実
行
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
翌
十
年
三
月
に
世
宗
は
、
科
道
・
部
属
の
欠
に
挙
貢
出
身
の
外
宮
を
進
士
出
身
の
外
官
と
並
用
す
る
よ
う
に
命
じ
、
「
三
途
並
用
」
の

原
則
を
強
調
し
た
が
、
そ
の
詔
の
中
に
「
進
士
に
発
身
す
る
者
は
必
ず
し
も
循
良
な
ら
ず
」
と
の
言
が
あ
り
、
進
士
偏
重
を
抑
制
し
た
。

さ
ら
に
翌
十
一
年
に
は
、
『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
十
一
年
四
月
丙
午
の
条
に
、

吏
部
以
推
官
・
知
県
等
官
管
見
等
三
十
六
員
職
名
、
疏
請
行
取
選
補
科
道
。

E
言
、
近
歳
兼
選
弁
事
進
士
、
今
新
科
進
士
尚
未
開
選
。

得
旨
、
科
道
乃
朝
廷
耳
目
、
必
端
謹
老
成
、
斯
能
稽
職
。
疏
内
開
具
人
員
、
如
擬
行
取
、
慎
加
考
選
。
的
査
節
降
三
途
用
人
詔
旨
。

知
有
賢
能
彰
着
実
心
愛
民
者
、
無
論
挙
人
・
歳
貢
出
身
、
一
体
取
用
。
其
進
士
宜
復
祖
宗
旧
例
、
授
職
後
、
習
知
民
事
積
有
年
労
、

始
如
旬
’
一
日
取
選
用
。
著
為
令
。

と
あ
り
、
進
士
・
挙
貢
出
身
者
の
並
用
を
繰
り
返
し
命
ず
る
と
と
も
に
、
進
士
は
ま
ず
他
の
官
に
任
じ
民
事
を
習
知
せ
し
め
て
か
ら
初
め

て
科
道
に
行
取
す
る
こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
を
定
制
と
し
た
。
つ
ま
り
科
道
へ
の
進
士
初
任
を
禁
じ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
十
一
年
の
令
が
科

道
の
進
士
初
任
に
関
す
る
最
終
決
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
吏
部
尚
書
は
王
理
で
あ
っ
た
。
彼
は
正
徳
十
六
年
に
内
閣
の
楊
廷
和
と

対
立
し
て
失
脚
し
、
の
ち
議
礼
派
の
応
援
を
得
て
政
界
復
帰
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
自
身
、
（
科
道
官
人
事
に
関
す
る
発
言
は
目
下
見
出
せ

（お）

な
い
が
）
資
格
主
義
に
よ
る
内
閣
H
翰
林
院
の
特
権
的
閉
鎖
的
体
制
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
十
一
年
の
科
道
考
選
の
際
、
吏
部
が
進
士

初
任
を
保
留
し
世
宗
の
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
彼
の
意
図
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
進
士
初
任
の
可
否
を
め
ぐ
る
動
き
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
こ
れ
以
外
の
給
事
中
任
用
対
象
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
前
掲

表
E
に
よ
れ
ば
、
弘
治

i
万
暦
初
年
の
給
事
中
の
恒
常
的
な
任
用
対
象
は
、
京
官
で
は
行
人
・
太
常
寺
博
士
・
中
書
舎
人
（
お
よ
び
庶
吉

士
）
で
あ
り
、
外
官
で
は
推
官
・
知
県
で
あ
っ
た
。
一
時
的
に
は
京
官
で
は
主
事
・
員
外
郎
・
南
京
大
理
寺
評
事
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
る
。

京
官
に
つ
い
て
全
期
間
の
任
用
者
数
を
み
る
と
、
行
人
二
ハ
二
人
、
博
士
一
八
人
、
中
書
舎
人
三
四
人
と
な
り
、
規
定
上
は
し
ば
し
ば
行
・

博
・
中
と
並
称
さ
れ
る
が
、
行
人
か
ら
の
任
用
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。



科
道
官
任
用
に
お
け
る
京
官
と
外
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
嘉
靖
十
五
年
に
当
時
吏
部
左
侍
郎
と
し
て
詮
政
を
掌
握
し
て
い
た
霊
箱
は

こ
・
つ
い
・
つ
。

牽
諌
責
任
匪
軽
、
頃
多
引
用
浮
薄
、
致
嘩
諭
、
則
以
選
授
不
慎
其
始
故
也
。
今
科
道
、
内
以
博
士
・
行
人
・
中
書
舎
人
、
外
以
推
官
・

知
県
、
充
之
。
顧
推
官
・
知
県
有
撫
按
考
調
可
拠
。
及
選
、
或
量
才
別
用
。
其
法
頗
密
。
博
士
等
官
応
俸
二
年
以
上
、
轍
与
選
。
夫

重
内
軽
外
、
本
之
人
情
。
且
優
遊
閑
局
、
坐
致
華
要
、
以
致
量
縁
錆
刺
無
所
不
為
。
如
是
而
求
得
人
、
固
定
不
種
而
求
獲
也
。
臣
愚
謂
、

宜
子
大
選
前
期
、
将
応
選
進
士
及
諸
別
項
待
次
者
、
糊
名
校
閑
品
隙
高
下
、
択
其
才
識
老
成
者
、
以
博
士
等
官
、
儲
牽
諌
之
選
。
齢

則
授
以
推
官
・
知
県
、
伸
之
練
習
政
務
、
然
後
行
取
考
選
、
庶
授
内
者
既
用
当
才
、
授
外
者
又
益
養
其
才
、
一
言
官
将
済
済
得
人
失
。

推
・
知
は
撫
按
の
娃
挙
や
考
語
が
あ
っ
て
、
吏
部
が
科
道
に
考
選
す
る
際
こ
れ
に
基
い
て
判
断
し
、
他
官
に
任
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
し

か
し
行
・
博
・
中
は
歴
俸
二
年
以
上
に
達
す
れ
ば
科
道
の
選
に
与
か
り
、
考
語
は
な
い
。
人
々
は
京
官
を
重
ん
じ
外
官
を
軽
視
す
る
。

行
・
博
な
ど
の
「
優
瀞
閑
局
」
に
入
れ
ば
坐
し
て
科
道
の
華
要
を
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
っ
て
を
た
ど
っ
て
不
正
に
こ
れ
ら
の
官
に
つ

こ
う
と
す
る
。
こ
れ
で
は
人
材
が
得
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。
そ
こ
で
科
道
に
人
材
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
京
官
を
除
授
す
る
際

に
進
士
等
の
応
選
者
を
考
試
し
、
才
識
老
成
者
を
こ
れ
ら
の
京
官
に
つ
け
科
道
の
選
に
備
え
る
。
そ
れ
以
外
の
者
は
推
・
知
を
除
授
し
て

政
務
を
練
習
さ
せ
、
そ
の
後
に
行
取
考
選
す
る
、
と
い
う
。
こ
の
提
言
は
い
っ
た
ん
裁
可
を
得
た
が
、
礼
部
観
政
進
土
産
欄
は
、
進
士
は

す
で
に
陛
下
の
判
断
で
採
用
し
た
者
で
あ
り
、
こ
れ
を
更
に
吏
部
が
考
試
す
る
と
な
る
と
、
み
な
陛
下
を
畏
れ
ず
に
吏
部
を
畏
れ
る
よ
う

に
な
る
、
吏
部
の
伺
私
者
へ
鑓
刺
す
る
弊
害
が
生
じ
、
不
正
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
、
才
識
老
成
者
を
京
職
に
、
そ
う
で
な
い
者
を
守
令

に
任
ず
る
の
は
守
令
軽
視
で
あ
る
、
と
の
三
点
を
理
由
に
反
論
し
、
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
行
人
な
ど
の
京
官
任
用
は
現
行
ど
お
り
と

さ
れ
た
。
霊
揺
は
庫
械
の
反
論
は
当
時
礼
部
向
書
で
あ
っ
た
夏
言
の
意
向
を
受
け
た
も
の
だ
と
言
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
政
治
的
対
立
を

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

霊
輯
の
主
張
は
、
要
す
る
に
科
道
へ
の
人
材
確
保
の
た
め
に
行
・
中
・
博
の
人
選
を
厳
し
く
し
制
約
を
課
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

主



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

が
、
胡
世
寧
や
張
摘
怖
が
外
官
か
ら
の
み
任
用
す
べ
し
と
し
た
主
張
か

ら
は
む
し
ろ
後
退
し
て
お
り
、
当
時
こ
れ
ら
の
京
官
が
科
道
に
直
結

す
る
予
備
軍
と
し
て
は
っ
き
り
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
十
「
中
書
行
人
」
に
は
、

中
書
・
行
人
二
官
、
為
進
士
所
箪
仕
所
拝
、
有
台
噴
之
望
、
最

為
清
秩
。
近
人
並
称
中
・
行
。
：
：
：
至
行
人
司
、
不
過
礼
部
一

末
属
耳
。
国
初
設
無
定
員
、
尚
未
入
流
、
最
後
始
陸
正
八
品
、

始
限
定
員
数
。
因
有
非
甲
科
不
選
、
非
王
命
不
行
之
語
。
其
貴

之
如
此
。

と
あ
り
、
中
・
行
は
進
士
の
初
任
の
官
と
し
て
科
道
を
望
め
る
と
い

う
点
で
最
も
清
秩
で
あ
る
と
い
う
。
行
・
博
・
中
の
中
で
給
事
中
の

最
も
大
き
い
供
給
源
で
あ
る
行
人
は
、
詔
勅
の
領
行
・
宗
室
の
冊

封
・
諸
蕃
の
撫
諭
・
賢
才
の
徴
鴨
な
ど
王
命
を
奉
じ
て
出
使
す
る

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
行
政
の
実
務
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
は

な
い
。
定
員
は
三
十
七
人
と
多
く
、
洪
武
二
十
七
年
以
来
す
べ
て
進

士
か
ら
任
用
さ
れ
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い

d
。
い
わ
ば
進
士
が
次
の

上
級
職
に
陸
進
す
る
ま
で
プ
ー
ル
さ
れ
た
「
優
揖
閑
局
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
外
官
と
比
べ
て
京
官
の
職
務
・
陸
進
と
も
に
優
越
す
る

待
遇
が
、
官
僚
内
に
「
重
内
軽
外
」
の
風
潮
を
強
め
た
と
い
え
る
。

八
0 

11～20年 21～30年 31～40年 嘉靖41～隆慶6年 万暦l～11年

人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 

10 11. 2 16 17.8 7 7.5 12 10.5 15 15.2 

30 33.7 21 23.3 24 25.8 15 13.2 8 8.1 

2 2.2 3 3.3 1 1.1 4 3.5 2 2.0 

4 4.5 9 10.0 5 5.4 5 4.4 6 6.1 

12 13.5 17 18.9 22 23.7 21 18.4 18 18.2 

31 34.8 18 20.5 34 36.6 36 31.6 50 50.5 

5 5.6 17 14.9 

1 1.1 4 3.5 

89 100 90 100 93 100 114 100 99 100 

46 51. 7 54 60.0 37 39.8 44 38.6 31 31.3 

43 48.3 36 40.0 56 60.2 70 61. 4 68 68.7 



で
は
、
給
事
中
任
用
に
お
け
る
京
官
と
外
官
の
比
率
は
ど
う
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
表
W
は
前
掲
表
H
を
い
く
つ
か
の
時
期
に
分
け

て
各
前
任
官
職
の
比
率
の
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
嘉
靖
・
隆

慶
年
間
は
便
宜
上
ほ
ぼ
十
年
単
位
と
し
た
。
今
、
進
士
初
任
・
庶
吉

士
を
含
め
て
進
士
か
ら
外
官
を
経
ず
に
、
つ
ま
り
地
方
行
政
の
経
験

な
し
で
給
事
中
に
任
用
さ
れ
た
者
と
、
外
官
を
経
由
し
て
任
用
さ
れ

た
者
の
比
率
変
化
を
み
る
と
、
正
徳
年
聞
に
外
宮
か
ら
の
任
用
が
始

ま
っ
た
と
は
い
え
、
な
お
全
体
の
一
五
%
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
嘉

靖
初
年
ま
で
そ
う
し
た
京
官
優
先
の
任
用
が
続
い
て
い
る
と
い
え
率

る
。
し
か
し
そ
の
後
外
宮
の
比
率
は
急
速
に
伸
び
、
嘉
靖
三
十
年
代
批pn 

に
は
喜
を
上
回
り
、
万
暦
初
年
に
は
全
体
の
七
割
弱
を
占
め
る
に
輔

至
っ
て
い
る
。
行
人
は
嘉
靖
前
半
で
は
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
恥

い
た
が
、
同
二
十
年
代
以
降
急
速
に
比
率
が
落
ち
て
い
る
。
他
の
京
特

官
は
全
体
的
に
み
れ
ば
低
率
で
さ
ほ
ど
の
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
、
綿

こ
の
間
の
給
事
中
任
用
の
変
化
と
は
、
具
体
的
に
は
行
人
の
任
用
を

W

抑
え
、
そ
の
分
外
官
の
任
用
を
増
や
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
表

る
。
議
礼
派
の
主
張
し
た
外
官
か
ら
の
み
任
用
す
る
構
想
は
結
局
実

現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
進
士
か
ら
外
官
勤
務
を
経
て
科
道
官
に

行
取
考
選
さ
れ
る
コ
！
ス
が
主
流
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が

明代の六科給事中の任用について

＼＼  
弘 治 正 徳 嘉埼 l～10年

人 % 人 % 人 % 

進士 45 59.2 55 37.7 21 26.3 

庶吉士 24 31.6 31 21.2 7 8.8 

行人 6 7.9 32 21. 9 26 32.5 

太常寺博士 1 1.3 0.7 4 5.0 

中書舎人 5 3.4 

推官 2 1.4 3 3.8 

知県 20 13. 7 18 22.5 

主事

その他 1 1.3 

5十 76 100 146 100 80 100 

外官未経歴者 76 100 124 84.9 59 73.8 

外官経歴者 。 22 15. 1 21 26.3 
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

八

み
て
と
れ
よ
う
。

な
お
、
給
事
中
任
用
に
お
い
て
外
官
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
「
進
士
出
身
の
」
と
い
う
限
定
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
京
官
と
外
官
の
陸
進
格
差
の
緩
和
が
は
か
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
進
士
か
ら
京
官
に
任
ぜ
ら
れ
た

者
と
進
士
か
ら
外
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
と
の
矛
盾
解
消
で
あ
り
、
進
士
・
挙
入
・
貢
生
と
い
っ
た
科
挙
身
分
間
の
矛
盾
を
解
消
す
る
も
の

で
は
な
く
、
進
士
偏
重
の
体
制
は
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
正
徳
以
後
、
挙
人
出
身
で
給
事
中
に
任
用
さ
れ
た
者
は
『
披
垣
人

鑑
』
に
よ
れ
ば
、
嘉
靖
十
年
四
月
に
孫
嘉
（
観
政
挙
人
）
、
十
二
年
九
月
に
潜
九
齢
（
推
官
）
、
周
年
十
二
月
に
石
存
仁
（
知
県
）
、
万
暦
八

年
六
月
に
博
来
鵬
（
知
県
）
の
わ
ず
か
四
人
で
、
全
体
の
一
%
に
も
満
た
な
い
。
嘉
靖
十
二
年
こ
ろ
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
同
十
年
前

後
に
世
宗
が
強
く
「
三
途
並
用
」
を
命
じ
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
給
事
中
に
関
す
る
限
り
そ
の
後
ま
っ
た
く
道
守
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ

て
よ
い
。
同
十
二
年
七
月
の
吏
部
の
題
奏
に
、

三
途
用
人
、
実
祖
宗
朝
撫
御
万
世
之
定
典
、
我
皇
上
鼓
舞
人
才
之
大
機
。
然
用
人
必
有
所
自
薦
之
、
可
無
其
人
。
臣
等
待
罪
鐙
衡
、

百
僚
庶
職
環
布
海
内
、
宣
能
二
周
知
、
市
撫
按
官
巡
歴
各
該
地
方
、
克
知
灼
見
、
務
得
其
賢
能
之
真
、
爾
来
方
可
拠
為
陸
擢
、
至

於
山
林
隠
逸
之
上
士
異
才
。
各
官
惟
於
進
士
出
身
者
加
意
駕
。
於
挙
人
則
忽
之
、
於
歳
貢
則
益
忽
之
実
。
以
是
進
士
蛙
異
者
土
吊
七

八
、
挙
人
不
過
百
分
之
一
二
、
歳
貢
則
絶
無
也
。
夫
如
是
則
吏
部
雄
欲
遵
奉
明
旨
三
途
用
人
、
其
亦
何
所
拠
而
為
之
哉
。
借
日
詞
訪
、

則
亦
悪
能
尽
得
其
実
哉
。
是
故
必
欲
三
途
用
人
、
須
撫
按
脱
去
故
習
愛
憎
、
取
舎
一
以
至
公
而
無
私
、
然
後
吏
部
始
有
所
拠
而
為
之

世。

と
あ
り
、
吏
部
は
全
国
に
散
ら
ば
る
官
僚
を
い
ち
い
ち
周
知
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
人
事
は
巡
撫
巡
按
の
推
薦
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、

撫
按
が
推
薦
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
進
士
で
あ
り
、
挙
入
は
ご
く
僅
か
で
歳
貢
に
至
っ
て
は
絶
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吏
部
が
三
途
並
用

を
遵
守
し
よ
う
と
し
て
も
、
地
方
か
ら
挙
貢
が
推
薦
さ
れ
な
い
以
上
、
吏
部
で
は
ど
う
し
よ
う
と
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
三
途
並
用
が
実

行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
吏
部
の
責
任
逃
が
れ
で
も
あ
ろ
う
が
、
地
方
官
に
対
す
る
考
課
・
考
察
の
権
を
握
る
撫
按
層
に
進
士
偏
重
が
根



強
く
存
在
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
進
士
出
身
者
に
よ
る
科
道
官
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
の
要
職
独
占
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。

お
わ
り
に

給
事
中
の
任
用
対
象
は
、
永
楽
・
官
一
徳
年
聞
を
通
じ
て
類
選
か
ら
次
第
に
進
士
・
監
生
・
在
外
教
官
の
三
者
に
し
ぼ
ら
れ
、
正
統
年
聞

に
は
ほ
ぼ
進
士
初
任
者
の
み
除
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
弘
治
年
閉
ま
で
続
い
た
。
こ
の
こ
と
は
明
初
の
三
途
並
用
の
原
則
が
崩

れ
、
官
途
に
お
い
て
進
士
が
格
段
に
優
越
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
よ
う
。
弘
治
こ
ろ
か
ら
給
事
中
の
任
用
対
象
を
拡
大
し
、
進
士
初
任

を
制
限
も
し
く
は
廃
止
す
る
要
求
が
現
わ
れ
、
同
末
年
か
ら
行
人
・
博
士
等
の
京
官
に
、
つ
い
で
正
徳
初
年
に
推
官
・
知
県
へ
と
対
象
が

拡
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
正
徳
・
嘉
靖
初
年
に
か
け
て
陸
進
の
コ
l
ス
と
し
て
定
着
し
、
嘉
靖
後
半
か
ら
万
暦
初
年
に
か
け
て
は
外
官
か
ら

行
取
さ
れ
て
給
事
中
に
考
選
さ
れ
る
コ
l
ス
が
主
流
と
な
っ
た
。
一
方
、
進
士
初
任
は
嘉
靖
九
年
を
最
後
に
廃
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
明
初
か
ら
成
化
こ
ろ
ま
で
の
給
事
中
の
近
侍
官
的
性
格
が
次
第
に
薄
れ
、
御
史
と
同
様
の
「
歴
練
老
成
」
、
行
政
実
務
の
習

熟
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
嘉
靖
年
間
以
降
の
外
官
か
ら
の
給
事
中
任
用
が
急
速
に
伸
び
て
い
る
理
由
の
一
半
は
こ

こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
本
稿
で
は
こ
の
性
格
変
化
を
、
任
用
の
際
要
求
さ
れ
る
資
質
を
示
す
表
現
の
変
化
、
任
官
規
定
で
の
御
史

と
の
一
本
化
か
ら
推
測
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
給
事
中
の
職
務
遂
行
の
実
際
に
即
し
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

給
事
中
の
任
用
対
象
が
変
化
し
て
い
っ
た
よ
り
重
要
な
原
因
は
官
僚
個
個
の
利
害
に
直
接
関
わ
る
陸
進
格
差
の
問
題
で
あ
っ
た
。
弘
治

こ
ろ
に
は
す
で
に
資
格
主
義
に
よ
る
官
途
の
固
定
化
の
た
め
、
進
士
出
身
で
も
京
官
と
外
宮
と
で
陸
進
過
程
に
著
し
い
格
差
が
生
じ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
官
僚
層
内
部
に
強
い
京
官
志
向
、
「
重
内
軽
外
」
の
風
潮
を
生
ん
だ
。
そ
の
是
正
の
た
め
に
極
め
て
優
遇
さ
れ
た

コ
l
ス
で
あ
る
給
事
中
へ
の
進
士
初
任
を
廃
止
し
、
外
官
か
ら
行
取
を
通
じ
て
任
用
さ
れ
る
京
官
の
枠
を
拡
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て
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明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

八
四

思
わ
れ
る
。
給
事
中
（
お
よ
び
御
史
）
任
用
に
お
け
る
進
士
初
任
の
可
否
を
め
ぐ
る
正
徳
・
嘉
靖
聞
の
行
き
つ
戻
り
つ
の
動
き
は
、
陸
進

コ
ー
ス
を
め
ぐ
る
官
僚
層
内
部
の
矛
盾
の
深
刻
さ
を
表
現
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（

l
）
 

註
六
科
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
張
治
安
「
明
代
六
科
之
研
究
」
（
『
国
立
政
治
大
学
学
報
』
第
三
十
一
期
、
一
九
七
五
）
が
あ
り
、
邦
文
で
は
小

野
和
子
『
東
林
党
考

ωー
ー
そ
の
形
成
過
程
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第
五
十
五
冊
、
一
九
八
三
）
に
簡
潔
な
説
明
が
あ
る
。

楊
博
『
太
宰
楊
公
献
納
稿
』
巻
二
、
「
覆
考
功
司
主
事
郭
練
臣
篠
陳
疏
」
0

以
上
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
『
明
史
』
巻
七
十
三
、
職
官
志
二
、
註
（
1
）
の
張
治
安
論
文
参
照
。

『
太
宗
実
録
』
永
楽
元
年
二
月
丙
辰
、
四
月
丙
辰
、
戊
辰
、
五
月
己
亥
、
八
月
己
酉
、
九
月
戊
寅
、
十
月
辛
亥
、
壬
子
、
辛
未
、
十
一
月
乙
亥
、

辛
丑
、
十
二
月
庚
辰
、
乙
酉
、
丁
商
の
各
条
。

朱
鴻
「
明
永
楽
朝
皇
太
子
首
度
監
国
之
研
究
」
（
『
国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
学
報
』
十
二
、
一
九
八
四
）
。

『
宣
宗
実
録
』
宣
徳
六
年
二
月
己
未
、
八
月
乙
未
、
十
月
庚
申
、
十
二
月
己
酉
の
各
条
。

『
英
宗
実
録
』
宣
徳
十
年
八
月
丙
辰
、
十
月
丁
未
の
各
条
。

同
前
書
、
正
統
元
年
二
月
美
卯
、
四
月
庚
子
、
突
卯
、
十
月
戊
辰
、
二
年
二
月
辛
未
、
八
月
美
亥
、
戊
寅
、
十
月
突
亥
、
三
年
二
月
甲
成
、
十
月

辛
未
、
四
年
十
一
月
戊
辰
、
七
年
三
月
壬
申
、
八
年
二
月
丁
酉
、
三
月
辛
未
、
五
月
壬
成
、
六
月
戊
申
、
八
月
丁
未
、
十
二
月
丁
酉
、
九
年
十
一

月
丙
申
、
十
年
二
月
乙
巳
、
四
月
戊
辰
、
七
月
辛
巳
、
十
一
年
四
月
辛
西
、
六
月
壬
成
、
十
二
年
四
月
戊
午
、
閏
四
月
美
未
、
十
三
年
四
月
己
卯
、

十
四
年
二
月
乙
亥
、
八
月
甲
成
、
九
月
甲
申
、
立
干
丑
、
十
月
壬
子
、
丙
辰
、
丁
巳
、
壬
成
、
十
二
月
己
未
、
景
泰
元
年
閏
正
月
丙
｛
員
、
五
月
乙
卯
、

九
月
甲
子
、
の
各
条
。

同
前
書
、
景
泰
六
年
三
月
甲
子
、
七
月
甲
申
の
各
条
。

『
明
史
』
巻
一
五
二
、
儀
智
付
語
、
陳
済
伝
自
山
。

『
皇
明
制
書
』
巻
十
五
所
収
。

店
内
文
升
『
端
粛
奏
議
』
巻
一
二
、
「
陳
言
振
粛
風
紀
神
益
治
道
事
」
。

『
憲
｛
一
不
実
録
』
天
順
八
年
五
月
乙
丑
の
条
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
張
元
禎
の
提
言
は
、

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（

ω）
 

（日）
（ロ）

（日）



（は）
（日）

（
時
）

（
げ
）

如
中
外
官
員
中
、
果
有
剛
正
敢
言
、
堪
当
是
任
者
、
不
必
求
其
人
物
語
一
言
、
不
必
拘
其
官
職
出
身
、
許
群
臣
奏
陳
以
聞
0

・・

と
な
っ
て
お
り
、
給
事
中
の
選
に
必
ず
し
も
官
職
出
身
を
問
わ
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
の
提
言
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ

た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
一
句
も
障
害
と
な
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

王
恕
『
．
土
端
毅
奏
議
』
巻
十
二
。

同
前
室
田
巻
七
、
「
議
郎
中
李
諒
以
進
士
挙
人
知
県
相
兼
選
御
史
奏
状
」
を
抄
録
し
て
い
る
。

『
端
粛
奏
議
』
巻
十
、
「
作
養
人
材
以
備
任
使
事
」
。

同
前
書
巻
二
二
「
陳
言
振
粛
風
紀
停
益
治
道
事
」
で
馬
文
升
は
、
進
士
挙
人
出
身
で
到
任
六
年
以
上
の
知
県
を
考
満
の
行
人
・
博
士
と
併
せ
て
行

取
し
、
当
該
の
知
県
が
少
な
い
場
合
は
弁
事
二
年
以
上
の
進
士
か
ら
選
取
す
べ
し
、
と
い
う
。
王
恕
は
こ
れ
を
覆
議
し
て
、
馬
文
升
の
提
議
し
た

年
数
の
知
県
・
進
士
を
優
先
す
る
が
、
該
当
者
が
い
な
い
場
合
は
、
現
行
と
お
り
の
（
弁
事
）
半
年
以
上
の
進
士
、
一
考
（
三
年
）
称
職
の
推
官
・

知
県
の
中
か
ら
選
用
す
る
と
し
て
、
原
則
を
変
更
し
な
か
っ
た
（
『
王
端
毅
奏
議
』
巻
八
、
「
議
左
都
御
史
馬
文
升
陳
言
縛
益
治
道
奏
状
」
）
。

例
え
ば
『
世
宗
実
録
』
嘉
婿
十
一
年
四
月
丙
午
、
十
二
年
七
月
丁
巳
の
各
条
。

『
王
端
毅
奏
議
』
巻
十
三
、
「
処
置
選
用
進
士
奏
状
」
。

胡
世
寧
『
胡
端
敏
奏
議
』
巻
て
「
応
詔
陳
言
疏
」
。
な
お
『
孝
宗
実
録
』
で
は
弘
治
十
八
年
五
月
丙
成
の
条
に
載
す
。

『
液
垣
人
鑑
』
に
は
例
え
ば
「
胡
鎮
：
：
：
弘
治
十
五
年
進
士
、
正
徳
十
年
十
一
月
、
由
南
京
工
科
給
事
中
起
復
、
除
戸
科
：
：
：
」
の
よ
う
に
、
南

京
給
事
中
に
除
さ
れ
た
者
が
丁
憂
な
ど
の
休
職
の
あ
と
北
京
の
給
事
中
に
起
復
す
る
ケ
l
ス
も
収
録
し
て
い
る
が
、
南
京
給
事
中
と
な
っ
た
年

月
や
前
職
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
表
E
で
は
こ
れ
を
除
外
し
た
。

『
明
史
』
巻
一
八
八
、
周
璽
伝
。
『
本
省
分
省
人
物
考
』
巻
三
十
四
。

『
明
史
』
巻
二
八
六
、
辺
貢
伝
。

『
孝
宗
実
録
』
弘
治
十
五
年
十
月
己
酉
の
条
で
は
、
こ
の
二
人
、
孫
禎
と
湯
礼
敬
を
進
士
初
任
と
し
て
い
る
が
、
湯
礼
敬
は
『
明
史
』
巻
一
八
八
、

湯
礼
敬
伝
に
行
人
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
し
て
あ
る
。
た
だ
孫
禎
は
ほ
か
に
伝
が
な
く
未
詳
で
あ
る
。

例
え
ば
『
武
宗
実
録
』
正
徳
三
年
十
月
壬
辰
の
条
で
は
知
県
・
推
官
・
進
士
・
教
官
が
、
同
十
年
間
四
月
申
申
の
条
で
は
、
知
県
・
行
人
・
学

正
・
教
諭
が
、
そ
れ
ぞ
れ
御
史
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

劉
瑳
を
中
心
と
し
た
正
徳
初
年
の
政
治
過
程
に
関
し
て
は
、
間
野
潜
龍
「
｛
臣
官
劉
理
と
張
永
と
の
対
立
」
（
『
立
命
館
文
学
』
四
一
八

1
四
二
一
号
、

一
九
八

O
）
、
阪
倉
篤
秀
「
武
宗
朝
に
お
け
る
八
虎
打
倒
計
画
に
つ
い
て
」
（
小
野
和
子
編
『
明
清
時
代
の
政
治
と
社
会
』
、
一
九
八
三
）
参
照
。

（
同
）

（

ω）
 

（
初
）

（幻）
（
包
）

（お）
（剖）

（お）
（お）

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

1¥ 
五



明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て

司、」、’’4，， 

（お）
（お）

『
明
史
』
巻
三
O
六
、
闇
党
伝
。

『
椛
垣
人
鑑
』
巻
十
二
、
問
欽
の
項
の
割
注
。

責
慢
本
年
（
正
徳
四
年
）
吏
科
都
給
事
中
李
憲
等
建
言
、
吏
部
覆
将
予
梅
・
黄
質
等
年
深
者
実
授
、
開
欽
等
進
士
新
選
倶
与
試
職
、
倹
一
年

実
授
。
自
後
並
無
此
例
。

『
武
宗
実
録
』
正
徳
五
年
八
月
辛
五
の
条
。

『
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
四
月
突
卯
の
条
。

同
前
書
、
嘉
靖
元
年
二
月
丁
酉
、
二
年
五
月
壬
午
、
三
年
正
月
甲
午
、
九
年
十
一
月
申
辰
の
各
条
。
な
お
本
文
に
挙
げ
た
人
数
は
南
京
御
史
へ
の

任
用
者
数
も
含
ん
で
い
る
。

同
前
書
、
嘉
靖
九
年
六
月
丙
子
の
条
。

表
E
の
年
数
の
算
出
は
、
例
え
ば
「
陳
皐
議
：
：
：
正
徳
十
六
年
進
士
、
嘉
靖
四
年
間
十
二
月
由
直
隷
無
錫
知
県
選
戸
科
給
事
中
」
の
場
合
、
単
純

に
年
差
に
よ
っ
て
四
年
と
数
え
た
。
殿
試
は
三
月
に
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
正
確
に
は
四
年
十
ヵ
月
と
な
る
が
、
（
ま
た
時
に
は
逆
に
そ

の
年
数
に
満
た
な
い
場
合
も
あ
る
が
）
、
煩
雑
に
な
る
の
で
月
は
一
切
捨
象
し
た
。

『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
九
年
六
月
丙
子
の
条
。

拙
稿
「
嘉
靖
初
年
の
翰
林
院
改
革
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

u、
一
九
八
五
）
。

張
手
敬
『
太
師
張
文
忠
公
集
』
奏
疏
巻
六
。

『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
十
年
三
月
辛
丑
の
条
。

王
理
『
隻
渓
雑
記
』
。

『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
十
五
年
六
月
壬
申
の
条
。
な
お
霊
絹
『
富
文
敏
滑
屋
公
文
集
』
巻
八
、
吏
部
公
題
、
「
対
錫
聖
化
慎
選
賢
才
以
重
科
道
疏
」
が

そ
の
全
文
で
あ
る
。

『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
十
五
年
六
月
壬
申
の
条
。

『
霊
文
敏
謂
匡
公
文
集
』
巻
四
、
「
懇
毎
萌
照
察
姦
党
疏
」
。

『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
七
年
三
月
庚
成
の
条
。

表
W
下
欄
の
外
官
経
歴
者
は
、
推
官
・
知
県
の
ほ
か
に
、
主
事
・
員
外
郎
の
う
ち
以
前
外
官
を
経
歴
し
た
者
を
含
む
。

和
田
正
広
「
明
代
の
地
方
官
ポ
ス
ト
に
お
け
る
身
分
制
序
列
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
県
欠
の
清
代
と
の
比
較
を
通
じ
て
｜
｜
」
（
『
東
洋
史
研
究
』

（

mm）
 

（
初
）

（
剖
）

（認）
（
羽
）

（制）
（お）

（お）
（幻）

（
犯
）

（鈎）
（

ω）
 

（制）
（
必
）

（川崎）
（
付
）



（必）

四
O
｜
一
、
一
九
八
五
）
参
照
。

『
条
例
備
考
』
吏
部
巻
一
、
「
各
途
出
身
官
員
並
薦
」
。

明
代
の
六
科
給
事
中
の
任
用
に
つ
い
て
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